
は じ め に

 電子商取引実証推進協議会（ＥＣＯＭ)は、わが国における 本格的な 電子商取引（Ｅ

Ｃ）の円滑な 立ち 上げと 普及促進に 資するため、各種の 事業を 行っています。

その一環として、今年度、 以下に 述べる２つの調査を 実施いたしました。

(１) 中央省庁を 主にした公的機関のＥＣ 取組み 調査

(２) ＥＣが経済・ 社会に 与えるインパクトに関する 調査分析

を行いました。

 本資料は、この 調査分析結果を 取りまとめたものであり、以下のように構成されてい

ます。

第１ 部は、 内閣、 大蔵省、 通商産業省、 郵政省、 法務省、 建設省、 警察庁等における

ＥＣ取組み 状況について 紹介するとともに、 全省庁のＥＣ 取組み 状況を 時系列で 詳細

に記述します。

第２ 部は、 日本国内経済の 将来におけるＥＣ 化のインパクト、ＥＣ化による 投資効果

の分析、 及び 日米欧のＥＣ 市場規模の 比較分析を 行い、そのアプローチと分析結果に

ついて 述べています。なお、 本調査分析の 作業をマッキンゼー・アンド・カンパニ

ー・インクに委託し、 実施しました。また、 巻末に本調査分析で 作成した 各種の 付属

資料を 整理し、 掲載しております。

平成１１ 年３ 月

電子商取引実証推進協議会
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第１部 公的機関におけるＥＣの取組 み 調査

内閣、 大蔵省、 通商産業省、 郵政省、 法務省、 建設省、 警察庁等におけるＥＣ 取組み

状況について個別に 紹介するとともに、最後に 全省庁の 動向を 時系列で 詳細に 記述する。
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１．内閣 （高度情報通信社会推進本部 ）
内閣は、１９９４年８ 月に「 高度情報通信社会推進本部」を 設置するとともに、翌年

の２月には、「高度情報通信社会推進に 向けた 基本方針」を 発表した。

同本部に１９９７年9 月に 設置された 電子商取引等検討部会は、１９９８年５ 月に 中

間報告をとりまとめ、 同年６ 月に 最終報告を 取りまとめた。その報告の 中では、 電子商

取引の 意義として、

l 経済構造改革の 実現と 国民生活の 向上

l 新規投資による 景気拡大

l 新規産業創出と 雇用拡大

l グローバル・コンペティションへの対応

等をあげている。

また、

l 民間主導

l 政府による 環境整備

l 国際調和

をＥＣ推進の 基本的な 原則としてしている。

今後の 進め 方としては、「 経済構造の 変革と 創造のための 行動計画」に 関し、 措置期

限２００１年を 前倒しすることを提言した。 当方針を 踏まえ、１９９８ 年１１ 月９ 日に

は、「高度情報通信社会推進に 向けた 基本方針」の全面見直しを 行った。

改定された 基本方針の 中で、 高度情報通信社会の 構築を 推進していくために特に 重要

な以下の４ 点を 当面の 目標として 定めている。

1. 電子商取引の 本格的な 普及に 向けて、解決すべき 課題について 必要な 検討を 行い、

所要の 措置を 講ずる。

2. 公共分野の 情報化に 向けて、政府として 積極的な 取組みを 行う。

3. 高度情報通信社会の 発展を 支える 人材の 育成や 情報リテラシーの向上を 図る。

4. 電子商取引等の 普及や 情報通信の 高度化・ 多様化・パーソナル化へのニーズに 対

応した 情報通信インフラの基盤整備を 民間事業者の活力を 生かして 促進する。

特に、 電子商取引は 本格化へ 向けての早急の 措置が必要である、と述べられている。

＜これまでの経過＞

９４年　８ 月 「高度情報通信社会推進本部」 設置

９５年　２ 月 「高度情報通信社会推進に 向けた 基本方針」

９７年　９ 月 「電子商取引等検討部会」 設置

９８年　５ 月 中間報告

９８年　６ 月 最終報告

９８年１１ 月 「高度情報通信社会推進に 向けた 基本方針」の 改定

＜http://www.kantei.go.jp/jp/it/981110kihon.html＞

（注） 現在、Ｗｅｂで情報が 提供されているものは、その資料に 下線

を引き、ＵＲＬを表記した。



5

２．大蔵省
大蔵省は、これまで事務局を 努めてきた「 電子マネー 及び 電子決済の 環境整備に 向け

た懇談会」で 審議してきた 結果を 基に、 電子マネー及び 電子決済のサービス 提供者を 対

象にした「電子マネー 法」（ 仮称）を 通常国会に 提出する 方針である。これにより、サ

ービス提供者に 責任範囲などの 事前説明や、 情報開示義務を 課すこととなる。

電子マネー 法には、以下の 基本方針が 盛り 込まれている。

1. 参入規制は 最小限とする：

金融機関以外の 参入を 広く 認める。

発行体企業に 専業義務を 課さない。

発行企業は 金融監督庁への 登録制にする。

2. 決済システムの安定と 消費者保護のための 立法措置が 必要である：

電子マネーの発行残高に 見合う 現実通貨を 確保する。

その資金は 信託などの 方法で 他の 資産と 分別管理する。

破綻時には分別管理資金を利用者に優先返済する。

3. 公的関与については、金融監督庁に 検査・ 監査する権限を 付与する。

＜これまでの経過＞

９６年　７ 月 「電子マネーおよび電子決済に 関する 懇談会」 開催

９７年　５ 月 中間報告

９７年１０ 月 「電子マネーと電子決済の 環境整備のための 懇談会」 発足

９８年　１ 月 中間論点整理（ 電子マネー 発行体の 適正基準、 利用者保護、 電子

マネー法（ 仮称）の 検討）

９８年　５ 月 懇談会中間報告

９８年　６ 月　 懇談会最終報告

＜http://www.mof.go.jp/tosin/1a1202.htm＞

＜（財） 金融情報システムセンター（ＦＩＳＣ）の活動＞

９６年　３ 月 「電子決済研究会第１ 部」 研究報告書

９７年　２ 月 「電子決済研究会第２ 部」 研究報告書

９８年　９ 月 安全対策に 関する 情報開示研究会報告書
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３．通商産業省
通商産業省は、９５年度に 約320 億、９７ 年度に 約60 億、９８年度で 約500 億、 合

計で 約1,000 億円を 使って 電子商取引に 関する 様々 なアプリケーションの技術開発、 実

験、それから 実用化の 技術開発を 支援しつつ 電子商取引の 普及を 図ってきた。９５年度

の補正では、ＢｔｏＣについて 19 プロジェクト、ＢｔｏＢについて 26 プロジェクトを

選び、 例えばＢｔｏＣであれば電子決済の 実用化、セキュリティ等の 技術開発、 決済用

プロトコルであるＳＥＣＥの開発等を 実施した。また、ＢｔｏＢでは、鉄鋼、 航空機、

自動車等々 での 企業間取引の 電子化についての技術開発・ 実験に 重点を 置いた。９６ 年

度については、標準的な 基盤の 整備、 行政、 官民のインターフェースなどの新しい 分野

の研究開発を 支援した。９８年度の 500 億円を 使って 行っているプロジェクトのキーワ

ードは本格導入、 実用化である。９８年度の 補正予算により、 総合経済対策を 実施し、

この対策により、 有効需要の 約６ 割を 占める 個人消費を 刺激し、 情報通信関連投資の 拡

大を 促すとともに、景気回復の 実現に 寄与させるとともに、将来、 我国の 競争力が 強化

されることを期待している。

この対策により、有効需要の 約６ 割を 占める 個人消費を 刺激し、 情報通信関連投資の

拡大を 促すとともに、 景気回復の 実現に 寄与させるとともに、 将来、 我国の 競争力が 強

化されることを期待している。

この他、９８年３ 月に 行政サービスの 一環として、省庁で 初めて、 所管法令のすべて

の手続について、電子申請を 可能にした。

＜これまでの経過＞

９５年　４ 月 「電子商取引環境整備研究会」 発足

９５年１０ 月 ９５年度補正 企業消費者間ＥＣプロジェクト公募 （予算：400

億円）

９５年１２ 月  企業・ 消費者間ＥＣプロジェクト（「エレクトロニック

コマース推進事業」：100 億円） 全19 プロジェクト開始

９６年　５ 月 企業間ＥＣプロジェクト（「企業間高度電子商取引推進事業」：

217.5 億円） 全26 プロジェクト

９５年　１ 月 「電子商取引実証推進協議会（ＥＣＯＭ）」設立

９６年　４ 月 中間報告「 電子商取引に 関する 検討課題について」

９６年 ９６年度補正 共通基盤整備事業( 全17 プロジェクト)(56 億円）

９７年１１ 月 中間論点整理（ 従来の 経済ルールとの接続性確保、柔軟な 制度的

対応）

＜http://www.ecom.or.jp/miti/971127/＞

９８年　３ 月  電子申請の 推進に 向けた 通商産業省の 取組みについて

＜http://www.miti.go.jp/press-j/information/v80330c1.html＞

９８年　７ 月 先進的情報システム 開発実証事業（ 電子商取引の 実用化）（予

算：1,100 億円） 公募

＜http://www.jipdec.or.jp/ecjitu/comp.htm＞
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４．郵政省
信頼性が 高く、 超高速で 大容量なネットワークを実現するための「次世代インターネ

ットワーク」の研究開発を 実施している。また、「次世代電子商取引実験プロジェク

ト」は、サイバービジネス協議会を 通して、９７ 年４ 月から、 国際相互接続、 及び 電子

マネー「インターネットキャッシュ」の実証実験を行っている。

また、行政サービスとして、全国２ 万４ 千の 郵便局をネットワークにより接続し、 各

省庁及び 地方自治体に 対する 各種申請届、 行政情報の 提供などの 行政手続きを 郵便局で

一括して 行うため、９７年度から「 郵便局におけるワンストップ行政サービスに 関する

調査研究会」を 設置し、 調査研究を 行っている。

＜これまでの経過＞

９５年１１ 月 「電子決済、 電子現金とその 利用環境整備に 関する調査研究会」

発足

９６年　４ 月 「暗号政策と 電子現金」 報告書

９６年１０ 月 「ネットワークを通じた 認証業務に 関する 調査研究会」 発足

９７年　５ 月　  認証機関に 関するガイドライン

９７年　４ 月　 「電気通信審議会」

中間報告「 情報通信２１ 世紀ビジョン」（ 高度情報社会を 実現す

るための環境整備に 関する 法律―サイバー法（ 仮称）を 提言）

９７年　５ 月 ネットワークを通じた 認証業務のあり 方に 関する 調査研究会報告

書

<http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/group/interne

t/index-net-n.html>

９８年　３ 月 高度情報通信社会に 向けた 環境整備に 関する 研究会報告書（情報

通信２１ 世紀ビジョン）

<http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/tsusin/980310j5

02.html>

＜サイバービジネス協議会の 動向＞

９５年　７ 月 「サイバービジネス協議会」 設置

９７年　４ 月 サイバービジネス協議会「 次世代電子商取引実験プロジェクト」

開始

９７年１０ 月 テレコムサービス協会「 電子商取引のための 電子決済システムの

本格運用を 開始」

９８年　１ 月 「郵便貯金ＩＣカード実証実験（ 大宮）」

＜http://www.iijnet.or.jp/fmmc/500.html>
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５．法務省
法務省民事局が主催する「 電子取引法制に 関する 研究会」 発足させ、 電子認証制度、

証明事務サービスなどの検討を 行っている。 法務省は、 今後は、 最終報告に 従い、 実証

実験に 着手し、２００１年実用化目途に 民放、 商法、 民事訴訟法など 法律面の 整備を 実

施する 予定。

さらに、350 万社に 上る 商業登記情報を 格納した 商業法人登記制度に 基づく 電子認証

制度の 実現に 向けて、 信頼性の 高い 電子認証制度を実現する 認証システムの 調達を 開始

している。このシステムはネットワーク社会における 電子商取引のインフラとしての 認

証の 他、 今後各省庁で 行われる 電子申請・ 届出での申請・ 届出を 送った 者の 本人確認を

オープンで信頼性の 高い 電子認証を 実現する。

＜これまでの経過＞

９６年　７ 月 「電子取引法制に 関する 研究会」 発足

９７年　３ 月 中間報告（ 企業認証は、 商業登記制度を 基礎にすべきである 電

子署名に 法的根拠を 持たせる電子署名法（ 仮称）の提言をしてい

る）

９８年　３ 月 最終報告： 電子取引法制に 関する 研究会（ 制度関係小委員会）報告

書　（ 商業登記情報を 活用した 電子認証制度の 構築、 取引の 成立

を証明する 電子公証制度の 創設、 電子署名についての法律制定）

　　 ＜http://www.moj.go.jp/PRESS/980300-1.htm＞
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６．警察庁
警察庁では、９６年１０ 月「コンピュータ 犯罪捜査支援プロジェクト」を 設置し、ネ

ットワーク犯罪の 技術支援体制を 整えている。なりすまし犯罪やサイバーテロに注意を

喚起させるため、「情報システム安全対策指針」を９７年９ 月に 改定した。９８ 年２ 月

には、警察庁所管の 公益法人である（財） 社会安全研究財団が、 本人確認や 情報保護に

は暗号技術が 有効であり、キーリカバリーを検討する 必要があるとして、「ネットワー

ク犯罪防止法（ 仮称）」を 警察庁に 提言した。 一方、 警察庁では、 暗号技術の 不正利用

対策を 中心とした 情報セキュリティ 施策の 在り 方について 諸外国における施策の 実施状

況等を 踏まえつつ 検討を 行い、その 結果を「 情報セキュリティビジョン 策定委員会報告

書」としてまとめた。

＜これまでの経過＞

９７年　９ 月 「情報システム安全対策指針」 改定

９８年　２ 月 情報セキュリティビジョン策定委員会報告書

＜http://www.npa.go.jp/seiankis2/index.htm>
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７．建設省
建設省が２００４年に 完成を 目指している 建設ＣＡＬＳ／ＥＣでは、建設省の 直轄事

業を 対象として、 全工事に 電子調達を 導入し、 公共の 調達に 関する 様々 な 情報を 電子化

し、効率的な 調達システムを実現する。このプログラムは３段階に 分けて 実施される。

フェーズ１（１９９６～１９９８）では、建設省全機関において電子データの受発信体

制を 整備する。フェーズ２（１９９９～２００１）では、一定規模の 工事等に 電子調達

システムを導入する。 最後のフェーズ３（２００２～２００４）では、建設省の 直轄事

業を 対象として、 全プロセスにおいて電子データの交換・ 共有・ 連携を 実現する。

＜これまでの経過＞

９５年　５ 月 公共事業支援統合情報システム研究会発足

９６年　４ 月 建設ＣＡＬＳ整備基本構想策定

９７年　６ 月 公共事業支援統合情報システム

＜http://www.moc.go.jp/tec/cals/＞

・アクションプログラム策定

９７年　 ６月 建設 ＣＡＬＳ／ＥＣセ ンターを 設置

＜http://www.jacic.or.jp/cals_jp.html＞

９７年１１ 月 建設ＣＡＬＳ／ＥＣ公共調達コンソーシアムが設立

＜http://www.ec.jacic.or.jp/j/hp-m.html＞
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８．農林水産省
９７年度から 補助事業として「生鮮食品等取引電子化基盤開発事業」を 実施し、 青果、

食肉、 花木、 魚の４ 品目について取引情報の 交換を電子化する 場合の 標準基盤（ 商品コ

ード、ＥＤＩ標準、ワークフローマネージメント手法等）を 開発する 計画である。事業

実施期間は５ヵ 年 （最終年度は２００１年 ）である。

＜これまでの経過＞

９７年　５ 月 生鮮食品等取引電子化基盤開発事業

＜http://www.maff.go.jp/whatsnew/syokuhin/seisen90512b.html>

生鮮取引電子化推進協議会の 設置
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９．地方自治体
ネットワークの運用に 伴う 諸課題を 解消するとともに 利用の 高度化を 図ることを目的

に総合行政ネットワーク構築に 関する 調査研究会を設置し、９８年３ 月に 総合行政ネッ

トワーク構築に 関する 調査研究中間報告書をとりまとめた。

住民基本台帳ネットワークを推進するため、市町村の 住民基本台帳をベースに 住民票

の交付や、 転入・ 転出手続きが、 全国のどの 市町村でもできるようにするサービスが検

討されている。

長野県諏訪広域地区（６ 市町村）、 静岡県西部広域地区（22 市町村）、および福井県

丹南地域（11 市町村）などにおいても広域的な 印鑑証明書、 住民票の 写しなどの各種証

明書の 発行を 行っている。さらに、 多摩地区の 31 市町村を１つの行政区とする 多摩Ｗ

ＡＮ－情報センター構想も 公表されている。

＜これまでの経過＞

９８年３ 月 総合行政ネットワーク構築に 関する 調査研究中間報告書

＜http://www.mha.go.jp/news/980327a.html＞
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１０．９５年以降の 各省庁に おけ るＥＣ 取組み の 経緯
９５年以降わが 国の 政府省庁は、 電子商取引（ＥＣ）に関連して 様々 な 取組みを 展開

している。同年４ 月に 通商産業省が「 電子商取引環境整備研究会」を 立ち 上げたのを 契

機として、大蔵省、 郵政省、 法務省、 警察庁など 多くの 省庁が 研究会や 懇談会を 設置し

て、ＥＣ実現のための 方策を 検討してきている。しかも、ＥＣという動きの 早い 分野に

対応するため、それぞれの 省庁が 短期間のうちに 中間論点整理や 最終報告を 続々 と 打ち

出してきた。さらに、 内閣の 高度情報通信社会推進本部に「 電子商取引等検討部会」を

設置（９７ 年９ 月）して 省庁横断的な 施策の 検討を行うとともに、 国際的なＥＣ 議論の

場に 積極的に 関与してきている。本稿では、９５ 年以降の 各省庁におけるＥＣ取組みの

経緯を 紹介する。

９５年  ４ 月 通産省、「 電子商取引環境整備研究会」 設立。

   ７月 郵政省、サイバービジネス協議会発足。

１１月 郵政省、「 電子決済、 電子現金とその 利用環境整備に 関する 調査研究会」

設置。

９６年  ４ 月 通産省、 電子商取引環境整備研究会、中間報告発表。

   ４月 郵政省、「 電子決済、 電子現金とその 利用環境整備に 関する 調査研究会」、

報告書「 暗号政策と 電子現金」をとりまとめた（ 認証機関のありかた

等）。

 ４月 郵政省、サイバービジネス協議会、 日本電子メール 協議会（ＪＥＭＡ）の

電子商取引実験およびテレコムサービス 協会の「マルチメディア実験」

開始。

  ５月 大蔵省、「 金融機能活性化委員会」 開催（ 電子マネーに対する 行政の 対応

検討）。

  ６月 大蔵省、「 電子マネーおよび電子決済に 関する 懇談会」 設置（ 金融制度調

査会、 外国為替審議会合同の 勉強会）。

  ７月 法務省、「 電子取引法制に 関する 研究会」 発足。

  ９月 国際決済銀行の 支払決済システム 委員会コンピュータ 専門家会議、「 電子

マネーのセキュリティ」について報告書発表。

  ９月 郵政省、ＡＰＥＣでＡＰＩＩ実現に 向けた 日本側構想を 提示。

１０月 郵政省、「ネットワークを通じた 認証業務に関する 調査研究会」 発足。

１０月 郵政省、 郵便局で 個人や 企業の 本人確認実験（ 電子認証業務） 開始。

 愛知県岡崎市で、 郵便局を「 公証局」として内容証明等を 提供する 実験開

始。

１０月 大蔵省、「 電子マネーおよび電子決済に 関する 懇談会」が 電子マネーの 分

類、 定義の 素案提示。

１０月 税制調査会、 電子商取引の 関する 課税のありかたを検討開始。

１０月 通産省、「 電子商取引環境整備研究会」を 再開。

１１月 郵政省、 長野五輪で 電子マネー 実験計画。

１１月 ８ 省庁、「 公共事業におけるＣＡＬＳ／ＥＣ推進連絡協議会」 設置準備会

合（ 建設、 農水、 運輸、 厚生、 通産､ 郵政､ 文部、 防衛施設）。

９７年  １ 月 郵政省、「ペイメントシステムの変革時代における 個人金融サービスのあ

りかたに関する 調査研究会」 設置。

   １月 法務省、「 電子署名法」（ 仮称） 制定に 向けた 作業を 年内にも 着手。

   ２月 法務省、 認証局として「商業登記所」を 検討。また、電子公証については、

「公証局」という 名称を 検討。 年内に 研究会で 構想を 具体化予定。

   ２月 大蔵省、 外為法改正案を 自民党金融問題調査会・ 財政部会合同会議で 了承。
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      　３月４ 日に 国会提出、９８ 年４ 月からの 施行を 目指す。

 改正案の 中で、 外為業務の 支払い 手段に 電子マネーを追加。

  ２月 日本銀行金融研究所（ＩＭＥＳ）、ＩＭＥＳディスカッション・ペーパー・

シリーズで「電子マネーの実現方式について 安全性、 利便性に 配慮した 新

しい電子マネー 実現方式の 提案」を 報告。

  ２月 松下日銀総裁、 日本経済研究センターでの講演で、 電子マネーによって金融

政策の 有効性が 大きく 損なわれる 可能性は 小さいこと、 日銀として 電子マ

ネーの開発・ 導入を 牽制する 考えはないことを表明。

  ２月 （ 財） 金融情報システムセンター（ＦＩＳＣ）の電子決済研究会（ 第２ 部）

が報告書を 発表。 同研究会（ 第１ 部）が 整理した 課題をベースに、電子決

済実現のために 優先すべき 課題について具体的な 対応策をまとめた。

  ３月 郵政省認可の 社団法人、 逓信研究会は４ 月から 本人確認の 実験開始。イスラ

エルの暗号技術会社、アルゴリズミック・リサーチの暗号技術を 使用。

  ３ 月 法務省の「 電子取引法制に 関する 研究会」、２１ 日に「 電子署名法」（ 仮

称）を 制定すべきとの中間報告をとりまとめ。電子署名に 肉筆の 署名と 同

様の 法的効力をもたせようとするもの。また、①電子認証制度については、

公的な 中央機関が 下位の 民間も 含めた 認証機関を 統括する、② 電子公証制

度については、公証業務を 既存の 公証役場、 法務局に 限定する、 等を 盛り

込む。

  ３月 政府、「 行政情報化推進基本計画」（９５～９９年度）の 抜本的見直しを 決

定。 各種申請・ 届け 出の 電子化、ペーパレス化推進を 強化。

  ３月 大蔵省、 機械化通達の 廃止を 検討。 廃止時期は、 電子マネー 懇談会の 検討結

果を 待って 判断。（ 電子的手段による 資金移動は 同通達で 規制されていた

が、業界自主ルールに任せようと言うもの）。

  ３月 国税庁の 帳簿書類の 保存等の 在り 方に 関する研究会、 電子データによる保存

に必要な 条件等について、真実性、 可視性、 証拠能力・ 証明力の 観点から

の検討結果をまとめ発表。

  ４月 日本銀行金融研究所の 電子マネーに 関する 勉強会が「 電子マネーの私法的側

面に 関する 一考察」 報告書を 発表。

  ４月 特許庁、「インターネット時代における商標問題研究会」を 設置して、イン

ターネットに流通する 商標保護に 乗り 出すと 発表。

  ４月 郵政省電気通信審議会、「 情報通信２１ 世紀ビジョンー２１世紀に 向けて 推

進すべき 情報通政策と 実現可能な 未来像」 中間報告を 発表。

       電子商取引に 関しては、①関係省庁が 連携して、 暗号等のセキュリティ対策、

認証制度の 確立、 消費者保護の 等の 制度整備を 図ること、②このために

「サイバー法」（ 高度情報通信社会を 実現するための 環境整備に 関する 法

律）の 可能性を 検討することを提言。

  ４月 テレコムサービス協会は、９７年秋から９８年３ 月まで、①ＡＰＥＣ諸国と

の相互接続実験、②ＳＥＴをベースにしたデビット決済、③ 著作権管理や

小額課金をするクリアリングセンターの構築の 実験を 開始予定。

  ４月 大蔵省の 電子マネー 及び 電子決済に 関する 懇談会、 電子マネーの発行体に 登

録・ 免許制導入を 検討。

  ４月 通産省商務流通審議官と 大蔵省銀行局長の 私的研究会として、「個人信用情

報保護・ 利用のありかたに 関する 懇談会」を 設置。「 個人信用情報保護

法」の 制定を 含め、ＥＣ拡大に 伴うトラブル防止を検討。

  ４月 堀之内郵政相、シンガポールのマー・ボータン運輸通信相と 会談して、 電子

商取引などマルチメディア応用技術で 共同研究を 進めることで合意。「マ
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ルチメディア・スーパー・コリドー計画」 実現の 一環。

  ４月 ワシントンＤＣで開催された１１ヶ国蔵相・中央銀行総裁会議で、 電子マネ

ーについて、新たな 調整機関は 当面必要ないとの共同声明を 発表。

  ４月 郵政省、「 通信・ 放送の 融合と 展開を 考える懇談会」で、「サイバー法」 設

置を 検討。５ 月中に 予定されている中間報告に 盛り込まれる 予定。

  ４月 大蔵省、 電子マネーの不正使用や 事故などで利用者が 被害を 受けた 場合、 個

人負担額を 限定する 新たな 法律を 制定する 方針を 固めた。 電子マネーおよ

び電子決済に 関する 懇談会が５ 月にまとめる 報告書に 盛り 込む 予定。アメ

リカには、キャッシュカードの不正使用に 関して５０ドル・ルールがある。

  ５月 通産省、「デジタル経済の 時代に 向けて」と題する 報告書をＷＷＷに掲載。

一般から 意見を 求める。この 中で、 法規性を 直ちに導入せずに、 民間の 自

主的ルール 作成が 重要と 指摘。デジタル 経済に 向けた 政策課題として、 以

下の 項目を 提示。

① 国際的な 政策強調

② 取引関連ルールの 整備

③ 新たな 知的財産権等の 整備

④ セキュリティ対策

⑤ 個人情報保護

⑥ 不法・ 有害コンテンツ対策

⑦ 消費者問題

⑧ 中堅・ 中小企業等の 取り 組みへの 支援

⑨ 人材育成・ 教育

⑩ 相互運用性の 確保

⑪ その他制度問題への 対応

  ５月 大蔵省の「 電子マネーおよび電子決済に 関する 懇談会」（ 金融制度調査会と

外国為替等審議会の 合同の 研究会）が 報告書を 発表（２３ 日）。①電子マ

ネーの発行を 金融機関に 限定せずに 一般事業者にも認める 方針、② 電子マ

ネー法の 賛否については 結論先送り、③ 電子マネーは 急激に 普及しない 限

り、深刻な 問題は 生じない、④事故発生時の 消費者保護に 関しては、 米国

に倣った「損失負担額の 限定」を 提唱等。

  ５月 先進１０ヶ 国蔵相・ 中央銀行総裁会議（Ｇ１０）、電子マネーに関する 報告

書をまとめた（８日）。 昨年６ 月のリヨン・サミットの課題を 受けたもの。

報告書は６ 月のデンバー・サミットに 提出される。この 中で、① 透明性

（電子マネーの特徴、リスクが透明であること）、② 財務健全性、③ 技術

的安全性、④ 犯罪活動への 利用可能性を 示唆。

  ５月 政府は 経済構造改革の 高度計画案を 自民党に提示し、 了承を 得る。１６日に

閣議決定予定。２００１ 年迄に 電子商取引の 本格的普及を 目指し、 制度的

課題をすべて 検討する 事を 盛り 込む。 同改革は、 橋本政権の６ 大改革のひ

とつ。

  ５月 政府、「 経済構造の 変革と 創造のための行動計画」を 閣議決定。

       ２００１年までに 電子商取引に 関わる 課題をクリアーして実用化目指す。

  ５月 郵政省の「ネットワークを通じた 認証業務の在り 方に 関する 調査研究会」は

５月２９ 日発表した 報告書で、 認証機関のガイドラインをまとめた。①暗

号に 詳しい 管理者を 置く、② 財務の 安定と 財務諸表の 公表、③ 通信の 秘密

の確保、④ 相互認証ための 基準設置など。

  ５月 大蔵省の「 電子マネーおよび電子決済に 関する 懇談会」は５ 月２３ 日、 金融

機関以外にも 電子マネーの発行に 参入させ、 電子マネー 普及のための 法令
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整備を 提言する 報告書をまとめた。 電子マネーを「紙幣類似証券取締法」

の適用対象から 外すことを検討。 大蔵省が 民間の 試みを 邪魔しない 方針を

打ち 出した。

  ５月 経済企画庁の 流通問題研究会、５ 月１６ 日に「エレクトロニック・コマース

と流通システム」を 発表。 流通システムが「 生産者起点型」から「消費者

起点型」に 変容すると 指摘。

  ５月 通産省系の（ 社） 流通問題研究会、「 消費者向け 電子商取引の 発展条件に 関

する調査研究」を 発表。コンシューマＥＣの現状調査結果を 提示。

  ５月 日本銀行金融研究所、「キーリカバリー構想を 巡る 最近の 情勢について」 報

告書発表。

  ６月 日本版ビッグバンの帰趨を 決める３ 審議会（金融制度審議会、 証券取引審議

会、 保険審議会）は１３ 日、 答申を 発表。① 金融、保険、 証券の 垣根撤廃、

②決済業務の 開放などを 盛り 込む。

  ７月 政府、インターネットやＥＣの実用化などの環境変化を 踏まえ、 行政情報推

進基本計画を 年末までに 改定する 方針。 改正ポイントは、①インターネッ

トによる行政情報の 提供、②９８年度までに 申請・届け 出手続きの 電子化、

③９８年度にワン・ストップ・サービスの整備方針策定、④ＥＣに対応し

た調達手続きの 電子化。

  ７月 アイラ・マガジナー米大統領上級顧問が 来日。 通産省、 郵政省と「フレーム

ワーク」について協議。 基本的合意をみた。

  ８ 月 通産省産業構造審議会・ 基本問題小委員会で「 創造・ 革新的コーポレート

（企業）システム」を検討課題に 決定。

       コーポレートガバナンス（企業統治）、 不公正取引摘発のための 私訴制度、

労使紛争処理制度、ＥＣ 普及策などを 検討する。９８ 年春までに 報告書を

まとめ、商法改正に 取り 組む 予定。

  ８月 郵政省、「 高度情報通信社会に 向けた 環境整備に 関する 研究会」の 初会合を

開催。 消費者保護、ネットワーク 不正アクセス、 行政の 規制関与等を 検討

する。

  ９月 大蔵省、９９ 年を 目処に「 第２ 種銀行免許」を 創設する 方向で 検討開始。 銀

行法の 改正案を 次期通常国会に 提出、９９ 年施行を目指す。 免許の 審査は

できるだけ簡素化するのが 基本方針。 免許を 得た 業者は、 国内で 電子マネ

ーを発行できるほか、決済業務を 補助する 目的で、一定額を 限度に 預金を

受け 入れたり、店舗を 開設できる。 対象としては、メーカー、商社、 流通

業者、 金融関連業者など。

  ９月 警察庁、「 情報システム安全対策指針」を 改定。なりすまし犯罪対策、サイ

バーテロへの注意喚起等を 追加。８６ 年策定の 旧指針と８９ 年策定の「コ

ンピュータ・ウイルス等不正プログラム 対策指針」を 見直し、 統合したも

の。

  ９月 高度情報通信社会推進本部の 電子商取引等検討部会設置（９ 月２ 日の 第７ 回

有識者会合で 設置決定）。９ 月１９ 日に 初会合開催。

各省庁バラバラな 取り 組みを 一元化して 政府の 基本的な 取り 組み 方針を 固

めるのが目的。テーマは①制度上の 課題､②技術面の 課題､③決済面の 課題、

④国際的調和、⑤ 国民生活上の 課題。 事務局は 総理府内政審議室。９８ 年

春までに 方針をまとめる予定。

１０月 大蔵省、 金融制度調査会の 下部組織として「電子マネーと電子決済の 環境

整備のための 懇談会」（ 仮称）を 設置（ 初会合１０月７ 日）。 銀行法改正

に 向けた 検討開始。「 電子マネー 及び 電子決済に 関する 懇談会」（マネ
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懇）を 踏まえて 詰めが 目的。９９ 年を 目途に「 電子マネー 法」（ 仮称）を

制定する 方針。

１０月 通産省、 商務流通審議官の 私的研究会として「 消費者取引研究会」を 設置、

１０月８ 日に 初会合。 消費者被害の 防止策やＥＣ 市場の 秩序作りが 狙い。

「訪問販売法」の 見直しも 検討予定。ＥＣＯＭのガイドラインをベースに

検討。

１０月 政府は 来年４ 月、マレーシア、シンガポール、韓国と 共同で、「 次世代電

子商取引実験プロジェクト」をスタート予定。 日本側はテレコムサービス

協会が１１ 月に 国内の 実験システムを稼動させる 予定。 国際間の 認証シス

テムの実証実験は 国際的にも 初めて。

１０月 通産省、「 電子商取引アジア 協力圏」 計画をマレーシアの東南アジア 諸国

連合（ＡＳＥＡＮ）で提案。 統一ルールに関する 国際論議の 構図を「 日・

米・ 欧」から「アジア・米・ 欧」に 変え、 論議を 優位に 進めるのがねらい。

１０月 自民党通信部会、 緊急経済癩策でＥＣ 促進のため、「インターネット関連

ビジネス促進税」の 創設を 求める。

１１月 都内で 開催された 日本とＥＵによる第９ 回郵政定期協議で、ＥＣ、 移動通

信、デジタル放送を 重点分野として 話しあう 専門家会合設置で 合意。

１１月 バンクーバーで開催されたＡＰＥＣ 高級事務レベル 会合で、 日本政府は 通

信網を 経由して 流通するソフトなどの電子商取引の関税をゼロにする 米国

案を 支持。

        米国案は、①デジタル・コンテンツに関税をかけない､②物品税など 内国税も

課税しない、③民間主導。

１１月 政府は２８ 日、 関係 18 閣僚で 構成する「 消費者保護会議」（ 会長； 橋本

首相）を 開催。９８ 年度の 消費者行政の 具体施策として 429 項目を 決定。

当面の 重点課題の７ 項目の 中に、「 電子商取引上の消費者トラブルの 防

止・ 救済の 推進」が 含めれている。

１１月 通産省の 電子商取引環境整備研究会が「 中間論点整理」を 発表。 来春まで

に最終報告をまとめる予定。

       国の 関与をできるだけ 少なくして 民間主導を 強調。 郵政省や 法務省から 出て

いる政府内の 規制議論を 牽制。

１２月 通産省、「 電子商取引共通基盤整備事業」の助成対象として 22 のプロジ

ェクトを決定。９６年度補正予算の 56 億円が 財源。 応募は 78 件。

１２月 郵政省、ホームページが 本物であることを保証する 推奨マーク（「インタ

ーネット・マーク（仮称）」）の 技術開発プロジェクトを発足予定（ 来年

度から）。

       今年度からスタートした「 次世代インターネットに 関する 研究開発事業」を

拡充したもの。予算は 来年度から２ 年間で１ 億5,000 万円。２０００年度

の実用化を 目指す。

１２月 日銀、 電子マネーが 金融政策に 与える 影響を検討する「 電子決済技術と 金

融政策運営との 関連を 考えるフォーラム」を開催。１２月２５ 日に 初会合。

月１ 回ペース。

１２月 サイバービジネス協議会、 電子商取引ビジネスに 関する 個人情報ガイドラ

インをまとめた。消費者保護の 観点から、 企業に 対して 個人情報の 利用法

や管理方法について消費者に 予め 告知することを求めている。

１２月 電子・ 電機・ 情報関連５ 団体と 堀内通産大臣の 懇談会が１７ 日開催された。

大臣は「 情報化促進は 経済構造改革の 柱」として 業界に 対して、ＥＣの 推

進、 地球温暖化問題への 取り 組みを 求めた。
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１２ 月 郵政省の９８ 年度予算。 一般会計のうち 他省庁との 連携施策となる「 環

境・ 科学技術・ 情通信等経済構造計画特別調整措置施策」に１８ 億円（ 新

規）。 次世代インターネット構築が 前年度同様8 億円。

１２月 通産省の９８ 年度予算。 情報通信関連予算は前年度当初予算比２３．３ 増。

ＥＣの本格的普及や 公的分野の 情報化が 柱。 先端的情報化推進基盤整備事

業の 推進９ 億円（ 新規）。マルチメディアコンテンツ市場環境の 整備７ 億

円。 高度物流システムの構築９ 億円。

１２月 郵政省とＮＴＴなど民間10 社、２０００年度から 30 万人を 対象にした 大

規模ＥＣ 実験を 予定。 全国２ヶ 所のモデル 都市（ 人口1 5 万人ほど、 筑波

学園都市が 候補）に 最新デジタル 技術を 結集して、１０ 万世帯に 光ファイ

バーを敷設、 遠隔医療や 在宅勤務も 導入予定。 総事業費は 約２０００億円。

実施母体は９８ 年１ 月発足予定の「 情報エクスプレス 都市に 関する 懇談

会」。ＩＣカードを各15 万枚、 合計30 万枚発行する。

１２月 金融情報システムセンター（ＦＩＳＣ）、電子マネー 発行機関による 安全

対策関連の 情報開示項目や 開示方法の 為の 指針を、９８ 年３ 月までにＦＩ

ＳＣ試案としてまとめる予定。１７ 日にこのための研究会発足。

９８年１ 月 大蔵省、 国税関係の 帳簿書類の 電子データによる 保存の 申請を７ 月から 受け

付ける。９９ 年１ 月から 始る 事業年度から 実施する方針。「 帳簿の 電子保

存に 関する 特例法」（ 仮称）を 通常国会に 提出する。これにより 大手スー

パーでは、年間保存データの 75％が軽減され、１億～１ 億5,000 万円の 節

減になる 見込み。

１月 郵政省、インターネットを利用した 国際的な 電子商取引実験を９８ 年度か

ら開始。シンガポール､ 韓国､マレーシアと日本の 企業や 消費者が 相互に 注

文や 決済できるようにする。実施主体はサイバービジネス協議会。２００

０年からの実用化を 目指す。

１月 郵政省、「 沖縄マルチメディア 特区」 構想を 進め、 沖縄をアジア・ 太平洋

地域の 情報通信のハブ 化を 目指す。「ＡＰＩＩ構想」の 実現に 向けて 主導

的な 役割を 果たす 考え。

１月 日米両国、 国境を 越える 電子商取引振興のため過度の 政府規制を 禁止する

指針作成に 着手。 米側は２ 月完成を 要望。

     検討項目：インターネットで取引される 商品への関税・ 内国税、 電子決済､コ

ンテンツ、著作権等。９７ 年７ 月のクリントン政権の「 枠組み」に 沿った

もの。

     外務省によると、 専門家による 検討チームを 発足。 大蔵省は 国内税法との 整

合性もあり、最終的結論留保の 姿勢。

１月　 大蔵省の「 電子マネー 及び 電子決済の 環境整備に 向けた 懇談会」は２３日、

利用者保護と 発行体の 財務健全性を 確保するための新たな 法律（「 電子マ

ネー法」（ 仮称））の 制定を 提言する 中間論点整理を 了承。６ 月頃までに

報告書を 作成予定。

　　　電子マネーに関する 法律やルールを整備する場合の 留意点として、

① 利用者に 対する 情報開示の 徹底

② 利用者を 保護する 制度づくり

③ 電子取引の 安全性の 確保

④ 民間武門の 技術開発や 創意工夫の 尊重

⑤ 国際標準との 整合性

⑥ 電子マネー 発行機間が 破綻した 場合の 対応検討

⑦ 電子マネー 発行機間へ 課す 条件検討
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＊ 発行体の 債務不履行がないよう資産運用を 公共債・社債に 制限、

＊ 運用資産を 時価で 管理

＊ 一定額以上の 資産を 求める

＊ 財務状況の 開示

　　　　　電子マネー 法制に 関しては

プリペイドカード法の 適用対象

銀行が 発行する 場合は 銀行法上の 付随業務になり、取引相手との 保全

契約が 必要

預金保険の 対象とすることは不要

と考えられている。

２月　 大蔵省の 電子マネーおよび 電子決済の 環境整備に 向けた 懇談会が 中間論点整理

を金融制度調査会総会に 報告、 了承された。

２月　 堀内通産相、１６ 日に 省内でデイリー 米商務長官と 会談。ＥＣの 国際的ルール

づくりで日米協調を 合意。 特に、プライバシー保護、コンテンツ、認証（ 本人確

認）。

２月　 郵政省、「 情報スーパーエクスプレス 構想の実現に 向けた 懇談会」を１９日に

開催。 来年度にもモデル地区でＥＣ、遠隔教育、ワンストップ行政サービスなど

を統合した 実験を 開始する 予定。

２ 月　 警察庁の 関連団体「 社会安全研究財団」は２６ 日、「ネットワーク 犯罪防止

法」（ 仮称）の 整備が 急務とする 報告書をまとめた。情報セキュリティビジョン

策定委員会が 作成。

２月　 通産省、ＥＣをめぐるトラブル防止のため、誇大広告や 表示義務違反など 訪問

販売法に 違反する 疑いのある業者に 対し、 電子メールで直接警告して 行く 方針を

決定。 現在は 事業者名と 住所を 表示するだけで広告をだすことが可能なため、４

月を 目途に 画面上に 電話番号とメールアドレスも記載することを義務づけるよう

省令（ 訪問販売法施行規則）を 改正する。

３月　 郵政省の「 高度情報通信社会に 向けた 環境整備に 関する 研究会」が１０ 日報告

書をまとめた。

① 個人情報保護対策、② 無権限アクセス，③ 苦情処理体制の 整備、④ 信頼され

る電子商取引の 実現など、 新たな 社会ルールを提言。

個人情報保護に 関しては、登録・マーク付与制度を提言。

 ３ 月  通産省の 消費者取引研究会（ 商務流通審議官の 懇談会）は３ 月２ 日、 中間論点整

理「 電子商取引における 消費者保護の 在り 方について」をまとめた。ＥＣを 電

子ネットワークによる 通信販売と 位置づけ、 訪問販売法等の 既存法令を 厳格に

適用すべきと強調。

       ①早急に 取組むべき 課題

＊ 事業者はＥＣＯＭガイドラインに沿った 自主ルールを 採用していくよう

政府として 促すべき

＊ ガイドライン順守事業者に「 的確」マーク付与

＊ ＥＣが訪問販売法の 適用を 受けることを事業者に 周知徹底

４月　 法務省の 電子取引法制に 関する 研究会、９ 日に 最終報告を 発表した。

① 商業登記情報を 活用した 電子認証制度の 構築、

 （登記簿謄本、 抄本、 印鑑証明書などを 電子化する仕組み）

② 取引の 成立を 証明する 電子公証制度の 創設、

③ 電子署名についての法律制定

　　　→法務省は 実証実験に 着手し、２００１年実用化目途に 民放、 商法、 民事訴訟法
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など法律面整備

　　→　既存の 商業登記、 公証人、 署名・ 印鑑制度をそのまま 電子化する 方法を 採用

しており、現実的な 方策

　４月　 橋本首相は２２ 日開催された 高度情報通信社会推進本部の 有識者会議の 合同会

議で、９５年２ 月に 策定された「 高度情報通信社会推進に 向けた 基本方針」を 見

直す 考えを 表明。 見直しのポイントは、ＥＣ導入、インターネット 上のプライバ

シー保護など。

４月　 総合経済対策の 情報通信関連予算： 総額＝2,350 億円。

通産省＝1,100 億円。 郵政省＝1,250 億円。

通産省の 内訳：

電子商取引＝500 億円。

次世代デジタル 産業＝265 億円。

教育の 情報化＝150 億円。

地域情報化＝95 億円。

医療・ 福祉の 情報化＝30 億円。

電子デバイスの基礎技術開発＝60 億円。

５月 政府の 高度情報通信社会推進本部の 電子商取引等検討部会は１１ 日、 中間報告を 発

表。

３原則：① 民間主導

② 不必要な 規制や 制限を 回避

③ 国際ルール 作成に 積極的に 参加

５月 郵政省の「 通信・ 放送の 融合と 展開を 考える 懇談会」が 最終報告書「 情報通信の 多

面的展開とサイバー 社会」をまとめた。 今後、ＥＣなど現実社会活動のバーチャ

ル化が 展開されるところから、 従来の 制度論だけでなくネットワーク上での 実態

を踏まえた議論が 必要。

① 違法・ 有害情報の 流通対策

② ネットワークの安全性、 信頼性確保

③ 個人情報保護

④ 苦情対策

⑤ 暗号・ 認証制度

⑥ 知的財産権保護

５月 通産省、６ 日から 中小企業や 商店街への 電子商取引を 促進するため「 電子商取引普

及促進事業」の 対象企業や 自治体の 募集開始予定。昨年に 続く２ 回目。 予算は２

億３０００万円。 対象事業は５―７ 件。

５月 通産省消費経済課、６ 月に 訪問販売法の 省令を一部改正して、ホームページに電話

番号や 代表者氏名などの 表示を 義務づける。５ 月１９ 日には、「インターネッ

ト・サーフデイ」と銘打ち、ホームページの一斉点検を 実施する。

     点検結果：

調査対象総数： ５８６４

詳細点検対象： 　 　４８０

内訳：

表示全部ＯＫ 　     １００

警告該当 　 　１９６

① 引渡し 時期なし        １４８

② 返品特約に 記載なし 　１２２

③ 支払い 時期なし      　　９１

④ 送料なし            　　６６
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⑤ 住所なし            　　５２

⑥ 名称（ 法人）／ 氏名無 　　            ３５

⑦ 価格無               　　　           ７
その他 　    １８４

            閉店（ 閉店通知あり）

移転（ 移転通知あるが 移転先不明）

準備中

商品紹介のみ

６月 郵政省は３ 日からシンガポールで開催されるＡＰＥＣ電気通信・ 情報産業閣僚会議

で、両国間のＥＣ 接続実験を７ 月から 開始すると 発表予定。

      実験概要： 日本の 消費者がＥＣでシンガポールの免税品を 現地商店に 注文。 参加企

業は、 日本側がテレコムサービス 協会を 窓口に４０社。シンガポール 側は 現地有

名デパートなど３０社。 決済はデビット方式。

６月 大蔵省の「 電子マネー・電子決済環境整備懇談会」は１７ 日、 最終報告をまとめた。

大蔵省は 報告をもとに、 来年の 次期通常国会に 新法案（ 電子マネー 法案＝ 仮称）

を提出予定。

参入規制は 最小限：

① 金融機関以外の 参入を 広く 認める

② 発行体企業に 専業義務を 課さない

③ 発行企業は 金融監督庁への 登録制

決済システムの安定と 消費者保護のための 立法措置必要：

① 電子マネーの発行残高に 見合う 現実通貨を 確保

② その資金は 信託などの 方法で 他の 資産と 分別管理

③ 破綻時には 分別管理資金を 利用者に 優先返済

公的関与：

① 金融監督庁に 検査・ 監査する 権限を 付与

６月 内閣の 高度情報通信社会推進本部電子商取引等検討部会が１８ 日、 最終報告「 電子

商取引等の 推進に 向けた 日本の 取組み」について発表。

電子商取引の 意義：

＊ 経済構造改革の 実現と 国民生活の 向上

＊ 新規投資による 景気拡大

＊ 新規産業創出と 雇用拡大

＊ グローバル・コンペティションへの対応

推進原則

＊ 民間主導

＊ 政府による 環境整備

＊ 国際調和

個別論点

＊ 電子認証、プライバシー保護、 違法・ 有害コンテンツ対策、 消費者保護、

セキュリティ・犯罪対策、 取引一般に 関わる 制度、電子決済・ 電子マネ

ー、知的財産権、ドメインネーム、税、 関税

今後の 進め 方

＊ 「経済構造の 変革と 創造のための 行動計画」に 関し措置期限２００１ 年

を前倒し

＊ 「高度情報通信社会推進に 向けた 基本方針」の 当方針を 踏まえ 全面見直

し
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６月 郵政省は 年内に「 無線ＩＣカード」を解禁する。 電気通信審議会が２９ 日に 無線Ｉ

Ｃカード解禁の 答申予定。 無線周波数帯は１３．５６メガヘルツ。

６ 月 郵政省の「 郵便局におけるワンストップ 行政サービスに 関する 調査研究会」（ 座

長： 石井威望）は１８ 日、「 郵便局におけるワンストップ行政サービスに 関する

調査研究報告書」をまとめた。 行政サーボスを 郵便局で 一括してできれば 国民に

便利というのが 原点。ワンストップ 行政サービスの方法としては、オンライン、

キオスク、窓口職員の３ 通りあるが、当面はキオスク配備が 最も 有効と 判断。

ポイントは以下のとおり。

① 複数行政機関が 連携してネットワークを 提供する 場合の 責任分担、 賠償制

度が 課題

② 高度な 機能を 有するキオスク設置を 推進

③ 地方公共団体が 発行するＩＣカードを基本に 国の 機関と 共用化推進

④ 現段階ではセキュリティ面から 専用線を 利用すべき

７月 郵政省の「 情報スーパーエクスプレス構想の 実現に 向けた 懇談会」は２ 日報告書を

まとめた。

① 全国２、３ヶ 所のモデル 地域を 選択してＣＡＴＶなどによる 遠隔医療やＥ

Ｃなどの実験を 行う

② 実験地区は 人口１０ 万～３０万。 大学、 研究所などがある所

③ 郵政省は２０００年４ 月から 本格実験開始予定

７月 郵政省の「インターネット・ドメインネームに関する 研究会」は７ 日、「２１世紀

ドメインネーム新時代への 展望―インターネット・ドメインネームに関する 研究

会報告」をまとめた。

一般トップレベル・ドメインネーム（ｇＴＬＤ）については、 米国ではＮＳＩ

（ネットワーク・ソリューションズ・インク）、日本はＪＰＮＩＣが 管理してき

たが、これに民間の 新規参入があり、 国際的関心が高まってきていた。 報告のポ

イントは以下のとおり。

① ドメインネームの管理体制を 決める 準備会合を 早急に 開催すべき

② ｇＴＬＤ登録機関の 横の 連携を 強化すべき

③ 管理は 民間主導

④ 紛争処理の 手続きは 登録機関が 明確にすべき

７ 月 郵政省は１１ 日、 次世代ＩＣカードの 開発方針を 明らかにした。その中で、「 署

名」ではなく「 指紋」による 本人確認を 採用し、 多機能カードの 実現を 目指す。

２００２年までの 実用化予定。

７月 外資系情報企業のトップ１８人で 構成する｢ 外資系情報産業研究会｣は、 情報化促進

のための緊急提言「 何をなすべきか、 何からなすべきか」を 新政権に 提言。 骨子

は以下の３つ。

① 電話料金の 引き 下げと 市内料金の 定額制への 以降、

＊定額料金の 水準は 米国並みの 約20 ドル（約2,800 円）。

② 個人のパソコン購入に 対する 税控除措置、

＊パソコンや周辺機器を 購入したサラリーマンは確定申告により 税金控除。

③ ＥＣに対する 時限的な 消費税免除、

＊ インターネット上でサービスや商品を 購入した 場合は 消費税免除。

８月 蔵相の 諮問機関「 金融審議会」は６ 日、 電子マネーの活用など 新しい 金融サービス

も視野にいれた 中長期的な 金融制度の 枠組みの 検討開始。 金融審議会は、 金融監

督庁の 発足に 伴って 廃止された 金融制度調査会、 証券取引審議会、 保険審議会を

統合して 発足したもの。
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８月 通産省は９ 月から、 個人情報管理と 危機管理の両マネジメントシステムでＪＩＳ制

定作業に 着手。 個人情報管理はＥＣ 等を 想定、 適切な 管理手法を 企業システムと

して確立するのがねらい。 通産省はＪＩＳをベースにＩＳＯ制定のイニシャティ

ブをとりたいとしている。ＭＩＴＩが作成した 個人情報保護ガイドラインをベー

スにＪＩＳ化予定。

９月 警察庁は「 平成１０ 年警察白書」を１１ 日閣議報告。メイン特集第１ 章は「ハイテ

ク犯罪の 現状と 警察の 取組み」。インターネット上のＥＣで 商品をだましとった

りするハイテク犯罪は、 過去５ 年間で８ 倍以上に 増加。

９月 通産省は 企業１１ 社、 大学や 国公立研究所８ 機関と 共同で、 新薬や 新素材開発に 活

用できるバイオ情報をインターネットで売買するＥＣシステム構築に 乗り 出す。

今秋システム開発し、２０００年からＥＣシステム構築開始予定。

　　 計画では、システムを 運用管理する 情報センターを設立、 企業や 研究機関のバ

イオ情報を 登録する。 参加機関は 提供情報に 応じて電子マネーの 割り 当てを 受

け、インターネット上で 売買する。

参加機関は 以下のとおり。

武田薬品、 三菱化学、 味の 素、 東レ、 日立、 慶大医学部、 東大医科学研究所、

国立小児病院など。

  ９ 月 農水省は９９ 年度に 仮想商店街を 立ち 上げ、地方の 特産品の 販路拡大を 支援する

予定。９９ 年度概算要求に 事業費１ 億2,000 万円を盛り 込んだ。

１０月 郵政省は「インターネットキャッシュ」を国際標準にするため欧米各国に 実験参

加の 要請を 決定。オタワのＯＥＣＤ会合で 野田郵政大臣が 呼びかけ 予定。

１０月 中小企業庁、 流通システム開発センター、 全国の 商店街が 連携して、 各商店街に

共通の 情報インフラ構築（ 電子マネーやポイントカード等のシステム仕様統一）

に乗り 出す。 準備組織として「情報化検討委員会」と「カードシステム専門分科

会」を 設置。 事務局は 流通システム 開発センター（中小企業庁から 受託）。 西新

道錦会商店街振興組合、 幸手市商業協同組合など 13 の商店街が 参加。９９ 年３

月までに 報告書を 作成。 同報告をもとに９９年度に本格的推進母体を 発足、２０

００年度の 実現を 目指す。

１０月 通産省は２０ 日、 電子商取引普及促進事業の９８ 年度補助対象者を 選定し 公表。

＊ 札幌市インフォビジネス支援センター整備事業（ 札幌市）

＊ 三次元表示ツールを用いた 電子商取引の 普及（ 富士総業）

＊ 小売市場における 商取引の 共同化、 電子化・ネットワーク 化事業（ 大阪

食料品販売ネットワーク）

＊ 津山市街地再開発高度情報化基盤整備事業（ 津山商業開発）

＊ 津久見商業ＩＣカードシステム事業（ 津久見商業共同組合）

＊ ＩＣカードで取組むコミュニティづくり（情報タウンこくぶ）

＊ 「もうかるネットシステム」事業（ 沖縄商工会議所）

１１月 内閣の 高度情報通信社会推進本部、９５ 年２月の「 高度情報通信社会推進に向け

た基本方針」を 改定。

① 電子商取引の 本格普及

② 行政機関の 情報化の 進展

③ 国民の 情報機器操作能力向上

④ 高度情報通信インフラ整備

１１ 月 郵政省は 高速道路の 自動料金収受システムＥＴＣ（Electronic Toll Collection
System）を駐車場やドライブスルー型の 店舗、ガソリンスタンドなどでの料金

支払いにも 利用できるようにするための技術開発を促進する。９８年度第１ 次補

正および３次補正で 充当予定。



24

１１月 郵政省の 電波管理審議会は２０ 日、ワイアレスカード（電波カード）について、

カード解禁に 向けた 電波法施行規則などの 改正案を答申、 事実上のゴーサインを

出した。 制度上は 年内からワイアレスカード用の 周波数割り 当てが 可能になる。

今回答申は、 電波の 送受信距離が 短いタイプのもので、電車やバスの定期券、 社

員証などが 対象になる。

１１月 通産省は２５ 日、９８ 年度第１ 次補正予算による「先進的情報システム 開発実証

事業」の 158 件の 採択候補を 発表。 予算総額は 425 億円。589 件の 応募から 採

択。

１２月 通産省は 暗合技術の 輸出管理を 緩和する 国際合意を 受けて、 外為法施行令を 改正

し９９年１ 月にも 新たな 輸出管理制度をスタート予定。国際合意はＣＯＣＯＭ後

の国際輸出管理の 在り 方を 協議するワッセナーアレンジメント（ＷＡ）総会で３

３ヶ国が 参加してまとめたもの。

９９年

１月 郵政省はバーチャルモールの代金決済で、 富士通など 16 社と 提携し、 郵便貯金

利用者がこれら 企業のモールで買い 物した 場合、 即座に 口座から 代金を 引き 落と

し、企業の 口座に 降りかえるサービスを計画。２０００年１ 月から２ 万人対象に

実証実験を 開始、２００１年の 実用化を 目指す。モニター募集開始は９９ 年１０

月から。

１月 電子マネー 法案（ 仮称）の 次期通常国会への 提出が見送られる 公算がでてきた。

デビットカードは預金者保護の 枠組みの 中にあり、新法の 必要はない。

１月 大蔵省は 企業が 短期の 資金繰りに 発効するコマーシャルペーパ（ＣＰ）市場を２

０００年までに 改革するため、今春にも 法務省と 検討部会を 設置し、 来年の 通常

国会に 手形法などの 改正を 予定。 券面をやりとりしている制度を 改正し、 取引を

電子化し、 券面発行の 不要化、 金利変動や 盗難のリスク削減、 印紙税など 発行コ

スト軽減を 目指す。 現在の 制度では、ＣＰは手形法上の 手形に 位置づけられてい

る。通産省の１０ 年度補正（３ 次補正）の 一環でＪＩＰＤＥＣが募集する。

１月 郵政省と 警察庁は 共同で「 不正アクセス防止法」を作成して 次期通常国会へ 提出

する予定。 不正アクセス防止は、９８年５ 月のバーミンガムサミットで合意され

ている。ただし、プロバイダーにログ（通信記録）保存を 強制するかどうかで、

両省庁間で 議論がある。郵政省は 対象をプロバイダーに限定しているのに対し、

警察庁は 一般企業も 対象に 含めている。

１月 郵政省は１ 月下旬から「 暗合通信の 在り 方に 関する研究会」を 立ち 上げ、 電気通

信における暗合政策と 認証業務のありかたについて技術面、 制度面から 検討する。

５月末に 最終報告予定。
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第２部ＥＣが日本経済にもたらすイ ンパクトの調査分析
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１． 調査分析の 概要

１．１ 欧米諸国 とのＥＣ化進展度 の比較

ＥＣ市場規模の 調査分析では、 米国商務省が「The Emerging Digital Economy」にお

いて用いたインターネット 上での 商取引行為全般を対象に、その取引額（ 売上げ 総額）

による方法を 取った。 調査会社である 米フォレスター 社がＥＣ 市場規模を 推計するため

に定義した 方法である。米フォレスター 社がこの 定義により、 欧米の 市場調査を 行って

いるため、ＥＣ市場規模の 比較が 行える。

1. わが国のインターネットを 活用した 電子商取引額（＝ＥＣ 取引額）は３ 年後には１

５．４兆円（ 約１３００億ドル）、５－１０年後には５５.２兆円（ 約４６００億ド

ル）に達するものと推定される（表 1．１－１）。

2. わが国の 全商取引額に 占めるＥＣ 取引額の 割合（＝普及率）は、３ 年後には１％、

５－１０年後には４％に成長する（ 表 １．１－２）。

3. 日本の５―１０ 年後と 米国の３―５ 年後の 普及率を比較すると、 非製造業では 日本

の比率が 大きく 上回っているが、 製造業における 企業間取引、 個人取引では、ほぼ

同等である。 即ち、 米国の３―５ 年後の 姿が、 日本の５―１０年後の 姿に 近いとい

うことになる。（表 １．１－２）

4. 日本の 3―5 年後の 予想の 内訳を 見ると、 製造業が 4 兆2 000 億円（３５０億ドル）、

非製造業が 11 兆2000 億円（８４０億ドル）となっており、非製造業が７２％を占

める。5―10 年後の 内訳を 見ると、 製造業、 非製造業それぞれ 8 兆円（６７０ 億ド

ル）、33 兆6000 億円（２８００億ドル）であり、非製造業の 占める 割合は８０％

に高まっている。

5. 本推計では、 各産業界において、 思い 切った 構造改革が 進むことを 前提にしている

が、それでようやく米国に 数年遅れた 普及率に 届く、という 厳しい 結果になってい

る。

6. 日本の 産業構造は、 米国に 比らべ 数年は 遅れているという 印象である。ＥＣ 市場規

模の 比較でも、 数年分の 差があることと 考え 合わせると、ＥＣの発展は、 産業構造

の変化と 同期して 進行する 面があると 考えられる。つまり、ＥＣ市場規模そのもの

の発展は、 結果として 現れる 現象に 過ぎず、 産業構造の 改革なしには、 本質的なＥ

Ｃ化の 到来は 見込めないということである

１．２ 経営改善 、経済活性化策 としてのＥＣ化

ＥＣが 産業・ 経済に 与えるインパクト 分析の 為に、EVA（Economic Value Added: 経済

付加価値）を 採用した。EVA は、次の 式により求められる。

   EVA=（ 現状の売上げ額） ×（インパクト 率( ％）：ＥＣ 化によるコスト削減・ 収入改

善）×（ 普及率( ％）： 業界グループのＥＣ 化を 取り上げる 割合)－（コスト：

ＥＣ化のためのＩＴ導入・ 運営コスト）
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1. ５－１０年後に 期待できる 経済活性効果（ＧＤＰの増加）は、６０兆円を 超えると 推

定される。これらのＥＣ化の 実現に 必要な 投資額は、 総額１０ 兆円程度にすぎず、 約

６倍もの 高い 費用対効果が 期待できる（図１．１－１）。

2. EVA で測った 広義のＥＣ 化のインパクト（経済拡大効果）は、 日本経済全体で、３－

５年後に１９．１兆円、５－１０ 年後には６３．８兆円に 上る。 即ち、１９９５年度

のＧＤＰ４８６兆円に 対して、それぞれ、４％、１３％の押し 上げ 効果がある（図１．

１－１）。

3. 非製造業の 占める 割合は、３－５ 年後は７８％、５－１０年後でも６９％にのぼり、

非製造業における 経済効果が 高い（ 図１．１－１）。

4. 製造業と 非製造業の 比較では、 全般に 非製造業における投資効果が 高い。 特に、コン

ビニ、物流、 金融において 各々 ５８００％、１０００％、３０００％（即ち、 投資に

対して５８倍、１０倍、３０倍）の 利益が 得られるという結果が 得られた。

5. ＥＣ化の 効果を 産業別に 見てみると、特に 費用対効果が 高いのは、プロセス型製造業

（加工食品、 出版印刷、 食品）や、 設備オペレーション型サービス業（ 金融、 物流、

小売り） 等の「インフラ型」 産業であり、１０倍から４０ 倍にもなる。これは、産業

インフラの改善手段としてのＥＣの重要性を 示している。

6. ＥＣ化の 諸施策のうち、費用対効果が 高い 上位３ 分の１を 選択的に 実施すると、５―

１０年後に、３ 兆円弱の 投資で 総額４０ 兆円弱の 業界の 利益増が 見込める（ 図１．１

－２）。

【調査分析の方法論】

1.ＥＣ化を、 単なる 現状業務の 情報化の 延長として捉えるのではなく、まず今後の業界

構造の 進化の 方向性を 予測し、その 中で 競争力のある 企業体になるために必要な 情報化

（ＥＣ化）のあるべき 姿を 描き、それを 各種の 調査、 分析を 通じて 検証するアプローチ

をとった。

2. ＥＣ化に 関する 既存の 欧米の 調査では、ユーザー調査に 基づくユーザーによる将来予

測がベースになっているのに対して、今回の 調査は、まず 新しい 業界構造を 展望したう

えで、その中でＥＣ化がもたらすインパクトについて仮説を 立て、 検証する 方法を 用い

ている。

3. ＥＣ化による 経済効果の 創出源として、 情報技術の 提供企業（プロバイダー）だけで

はなく、利用企業（ユーザー） 側も 含めている点である。この 種の 経済効果を 論じる 場

合、 一般的には 提供業界側の 利益を 中心に 考えがちである。しかし、実際には 当然のこ

とながら、ユーザー業界側の 利益の 方が 圧倒的に 大きいはずである。米国商務省の 調査

分析では、 提供業界側のインパクトの分析に 重点を置いており、これが 本調査との 大き

な相違点であることに注意されたい。



28

表１.1-1 ＥＣ取引額の日・米・欧の比較

表１.1-1（a）  ３－５年後のＥＣ市場規模（単位：億ドル、１ドル＝１２０円）

（）内の数字は、日本の３－５年後のＥＣ市場規模を１００とした時の欧米の割合

分類 日本（注１） 米国（注２） 欧州（注３）

全体 1300

(100)

3700

(285)

1800

(138)

Ｂ－Ｃ電子商取引 90

(100)

260

(289)

90

(100)

Ｂ－Ｂ電子商取引 1200

(100)

3300

(275)

1700

(142)

Ｂ－Ｂ内訳

（製造業）

350

(100)

1200

(343)

770

(220)

       （非製造業）

840

(100)

2100

(250)

940

(112)

（注１） マッキンゼー試算

（注２） The Emerging Digital Economy より引用。（フォレスターリサ ーチ試算）

（注３） フォレスターリサーチ試算

表１.1-1（b）  ５－１０年後のＥＣ市場規模（単位：億ドル、１ドル＝１２０円）

（）内の数字は、日本の３－５年後のＥＣ市場規模を１００とした時の５－１０年後の割合

分類 日本（注１）

全体 4600

(354)

Ｂ－Ｃ 300

(333)

Ｂ－Ｂ 4300

(358)

Ｂ－Ｂ内訳

（製造業）

670

(191)

（非製造業）

3600

(429)

（注１）マッキンゼー試算
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表 1.1-2   ＥＣ取引額の日・米・欧の比較－全体取引に占める割合

表 1.1-2（a）  ３－５年後のＥＣ取引額が全体取引に占める割合（％）

（）内の数字は、日本の３－５年後のＥＣ市場規模を１とした 時の米国の割合

分類 日本 米国

全体

（注１）

1.0 2.3

(2.3)

Ｂ－Ｃ電子商取引

（注２）

0.9 1.9

(2.1)

Ｂ－Ｂ電子商取引

（注３）

1.0 2.4

(2.4)

Ｂ－Ｂ内訳

（製造業）

1.0 2.3

(2.3)

（非製造業）

1.0 2.4

(2.4)

（注１） 全産業の総取引額に占めるＥＣ取引額の割合

（注２） 全小売産業の総取引額に占めるＥＣ取引額の割合

（注３） 全産業取引額から小売産業の総取引額を引いた取引額に 占 めるＢ－Ｂ電子商取引の

割合

表 1.1-2（b）  ５－１０年後のＥＣ取引額が全体取引に占める割合（％）

分類 日本

全体

（注１）

3.5

Ｂ－Ｃ電子商取引

（注2

3.3

Ｂ－Ｂ電子商取引

（注3

3.6

  Ｂ－Ｂ内訳

（製造業）

1.9

   

（非製造業）

4.3

（注１） 全産業の総取引額に占めるＥＣ取引額の割合

（注２） 全小売産業の総取引額に占めるＥＣ取引額の割合

（注３） 全産業取引額から小売産業の総取引額を引いた取引額に 占 めるＢ－Ｂ電子商取引の

割合
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２．ＥＣの 捉え 方

２．１　ＥＣの定義

 ＥＣ（電子商取引）とは 未だに 極めて 曖昧な 概念であり、 多様な 定義が 存在する。 本

調査では、ＥＣを 狭義、 広義の２ 種類にわけて定義する。 狭義のＥＣとは、「インター

ネットを活用した 取引（ 契約と 決済） 行為全般」を、 広義のＥＣとは、「デジタル技術

を用いたエレクトロニック・メディアを通じた 企業の 改善活動全般」を 指すものとする

（図 ２．１－１）。

　狭義のＥＣは、米国商務省が「The Emerging Digital Economy」において用いたも

のであり、調査会社である 米フォレスター社の 定義に 基づいている。インパクトの指標

としては、インターネット商取引額（ 取引金額）、およびインターネット商取引が 全商

取引に 占める 割合（ 普及率）を 用いている。この 定義の 利点は、 欧米との 比較分析が 可

能な 点である。前述の 米国の 調査に 加え、 欧州でも米フォレスター 社による 同様の 定義

に基づく 調査が 存在するからである。一方、 欠点としては、対象とする 企業活動として

取引（ 契約、 決済）のみに 焦点が 当てられており、その背後に 存在する 研究開発、 調達、

製造など、 経営・ 事業の 改善活動の 全体像がカバーされていないことが挙げられる。 取

引活動の 改善だけでは、企業経営の 実体面での 変革には 繋がらず、 日本経済へのインパ

クトは限定的になってしまう。 実際、 欧米の 調査ではＥＣのインパクトを取引額という

観点でしか 捉えていないため1、本質的なインパクトであるべき 経済拡大効果について

は言及されていない。 本調査の 重要な 目的の 一つに、 企業経営、 及び 政策立案に 対する

ＥＣ関連施策の 判断材料の 提供があるが、そのためには費用対効果の 定量化が 必須であ

る。取引額だけでは、この重要な 点についての考察が 行えない（図２．１－２）

　一方、 広義のＥＣは、欧米に 同様の 調査が 存在しないため国際比較分析は 行えないが、

情報技術を 活用した 経営改善活動全般をカバーしているため、 経営・ 経済面でのインパ

クトの定量化が 可能である。本調査では、 広義のＥＣで定義した、 情報技術を 活用した

各種の 経営活動によって 生み 出される、 個別企業ひいては 経済全体における 経済効果を

EVA2 (Economic Value Added）という指標で 定量化する。

　以上の 点を 鑑み、 本調査では 欧米との 比較分析においては「狭義のＥＣ」を、本来の

目的である 企業経営、 政策立案に 資する 費用対効果分析においては「広義のＥＣ」を 用

いている。

２．２ インパクト 定量化 の指標

前述の 通り、ＥＣ 化のインパクトは、 狭義のＥＣについては 電子商取引額を（ 売上

高）、 広義のＥＣについては個別企業、 経済全体における EVA を指標にして 定量化して

いる（図 ２．２－１）。EVA は「経済付加価値」と訳されるが、これは、事業活動によ

って得られる 利益からその 活動に 必要なコストを 差し 引いた「 事業利益」を 出し、さら

にその活動に 必要な 投下資本にかかる「資本コスト」を差し 引いたものである。

　ここで注意したいのは、経済効果の 創出源として、 情報技術の 提供企業（プロバイダ

ー）だけではなく、利用企業（ユーザー）側も 含めている 点である。この種の 経済効果

を論じる 場合、 一般的には 提供業界側の 利益を 中心に 考えがちである。しかし、実際に

は当然のことながら、ユーザー業界側の 利益の 方が圧倒的に 大きいはずである。米国商

務省の 調査分析では、 提供業界側のインパクトの 分析に 重点を 置いており、これが本調

                                                  
1 　フォレスター社、米国商務省の調査では、インターネットによる小売業の売上げのみを対象として

いるため、必ずしもＥＣ化の全体像を反映したものとは言えない（３．４節参照）

2 　詳細については、２．２節を参照
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査との 大きな 相違点であることに注意されたい。

２．３　調査分析 の方法論

　本調査においては、２つの特色ある 方法論を 採用した。 第一に、 単なる 現状業務の 情

報化の 延長としてＥＣ 化を 捉えるのではなく、まず今後の業界構造の進化の方向性を 予

測し、その中で 競争力のある 企業体になるために 必要な 情報化（ＥＣ 化）のあるべき 姿

を描き、それを各種の 調査、 分析を 通じて 検証するアプローチをとった。

　第二に、ＥＣ 化に 関する 既存の 欧米の 調査では、ユーザー 調査に 基づくユーザーによ

る将来予測がベースになっているのに対して、 今回の 調査は、まず新しい 業界構造を 展

望したうえで、その中でＥＣ化がもたらすインパクトについて仮説を 立て、 検証する 方

法を 用いている。 全産業をバランスよく 網羅する、６ 種類のモデル 産業を 定め、 具体的

なＥＣ化策を 想定して、 経営面からの 綿密な 分析を加えることにより、その結果を 他産

業にも 応用した。
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３．分析の アプローチ

３．１　モ デル 産業のＥＣ化分析

３．１．１　産業構造の捉え方

　産業構造は、インダストリー・バリューチェーン（以下バリューチェーンと 略す）の

集積と 捉えることができる。インダストリー・バリューチェーンとは、「最終ユーザー

に商品・サービスを提供するための 価値創造活動の流れ」である。この 価値創造は、 川

上業界（ 素材、 部品製造業など）、 川中業界（ 組立・プロセス業など）、川下業界（ 卸、

小売り・サービス 業など）を通して 行われるため、バリューチェーンは複数の 企業をま

たがる流れとなる。また、ここでいう商品・サービスとは、単に 顧客に 対する 一時的な

商品・サービスの 提供ではなく、それらを購入してから使い 終わるまでの活動、 即ちラ

イフタイムを通して 提供しうる 全ての 商品・サービスを含んでいる。たとえば自動車の

バリューチェーンは、自動車の 製造・ 販売にとどまらず、 顧客の「カーライフ」を通し

た全てのサービスを提供するための 企業活動を 包含する。 具体的には、 素材・ 部品から

組立、ディーラー、さらにはカー用品、 整備、 中古車販売など、 全ての 関連業界を 含む

（図３．１－１）。この視点に 立つと、 従来の 企業ごと、 業界ごとの 枠組みを 超えて、

より幅広い 競争力向上の 機会を 探ることができる。

３．１．２　モデル産業の選定

　モデル産業は、２ステップの絞り 込みの 論理に 基づき 選択した（ 図３．１－２）。ま

ず、９８年５ 月に 通産省が 行った「 日米生産性比較分析」に 示された２８の 産業分類か

ら、ＥＣ化のインパクトが 大きいと 推測される 産業を、 産業規模とＥＣ 化による 付加価

値向上の 度合いという２種類の 基準により 半数に 絞り 込んだ。その 後、 全産業をバラン

スよく 網羅するように、「 製造業と 非製造業」、「消費型産業とインフラ 型産業」、

「グローバルな競争に 晒されている 産業と 国内における競争が 主体の 産業」という３ 種

類の 産業特性の 視点から、モデル産業を 選んだ。 結果として、 自動車、 電機（ 家電・Ｐ

Ｃ）、医療、 物流、 金融、 小売（コンビニエンスストア）の６産業を 選択した。

３．１．３　モデル産業に予想される構造変化と５つのＥＣ化

　バリューチェーンは、「分解・ 拡張」、「 編集」、「 再編成」という３ 種類の 変化を

通じて、より 競争力のあるバリューチェーンに進化しつつある。この変化は、 全産業で

共通して 発生している 現象であり、これが主要な 原動力となって、 今後の 産業の 構造変

化が 進むものと考えられる（図３．１－３）。

　これまでは、大部分の 産業ではバリューチェーン全体をカバー、または 支配する 盟主

（バリューチェーン・オーナー）が存在した。例えば、金融業界では、 各金融機関がバ

リューチェーンの機能を 一貫して 遂行していたし、自動車業界でも、トヨタや日産など

のＯＥＭメーカーが実質的にバリューチェーンの他のプレーヤーを支配していた。

　ところが、グローバル・レベルでの開発・コスト競争の 激化と、 情報・ 通信技術の 進

化によって、このバリューチェーンの一貫支配という 構図が 急速に 崩れつつある。イン

タラクション（情報のやりとり）の 質とコストの 飛躍的な 改善が、この 動きを 後押しし

ている。これまでは、密接な 連携が 必要な 機能は、組織的・ 地理的に 同じところに置か

なければならなかった。そのため、バリューチェーン一貫型の 企業形態を 採る 方が 有利
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であった。

　しかし、今日では、 情報・ 通信技術の 進展が、 組織・ 地理的な 壁を 超えても、まるで

隣にいるかのような密接な 連携を 可能にしている。その結果、 特定機能に 特化し、 個々

の機能においてスケール・メリットを追求する 企業をネットワークでつないだバリュー

チェーンの方が、 競争上有利になってきた。こうした 動きが、バリューチェーンの「分

解・ 拡張」を 促すのである。

　しかし、より重要なのは、その 次の「 編集」のステップである。そこでは、新しい 二

つの業態が 誕生する。 一つは、企画力・ 編集力をもって、 個々 の 商品・サービスを束ね、

メタ商品を 作る 提案型の「バリュー・パッケージャー」、もう一つが、 顧客に 成り 代わ

って執事のようにサービスを提案する「 顧客エージェント」である。

　３つ目の「 再構築」のステップでは、顧客を 巡り、 単独商品（コンポーネント）を提

供する 人、それをパッケージングしてメタ商品を 仕組む 人、 顧客のエージェントとして

働く 人、というある種の 役割分担のもとで、 複数のプレーヤーがせめぎ 合いながら、バ

リューチェーン・オーナーを目指す。バリューチェーンは、川上、 川下というリニアな

構造から、バリュー・パッケージャーと顧客エージェントを核として、 緩やかな 結合と

緊張を 内包したメタ構造へと 進化していくのである。

　このように、激しい 競争がドライバーとなり、情報・ネットワーク 技術の 進展に 支え

られながら、分解・ 拡張、 編集、 再構築を 通じてバリューチェーンは 刻々 と 進化してい

る。そして、このバリューチェーンの変化が、 結果として 産業の 構造変化を 引き 起こし

ているのである。これらの過程を 経た、 将来の 自動車産業の 構造を 図３．１－４に示す。

　業界構造のこのような 変化の 中で、 顧客に 価値を届けるプロセス（ 価値の 選択、 価値

の作り 込み、 価値の 伝達、そしてそれを 統合し、 駆動する 価値のマネジメント）に沿っ

てバリューチェーンを再設計するという 視点に 立つと、ＥＣを 活用した５つの経営改善

モデルが考えられる（図３．１－５）

（1）OCM (Open Collaboration Management;オープン・コラボレーシ

　　　　　ョン・マネジメント)

（2）SCM (Supply Chain Management;サプライ・チェーン・マネジメ

　　　　　ント)

（3）ICM (Integrated Customer Management;統合カスタマー・マネ

　　　　　ジメント

（4）BCM (Business-to-Consumer Marketplace; 企業対消費者間マー

　　　　　ケットプレース)、

（5）VBM (Value-Based Management;バリュー・ベース・マネジメン

          ト)

以下、それぞれの「ＥＣ化」が 果たす 役割を 検討してみたい。

　　

　（１）オープン・コラボレーション・マネジメント（OCM）

　これまでコラボレーションと呼ばれていたものの多くは、バリューチェーンを

構成するごく一部の 企業間で、 既存の 取引関係の 中だけで 行われるものであった。

これに対して、 我々 が 定義するオープン・コラボレーション・マネジメントとは、

開放型のネットワークを通して、 多くのサプライヤーの中から 最適なサプライヤ

ーを自由に 選択し、 彼らと 同時進行型の 開発を 実施することである。
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　例えば、自動車業界におけるコラボレーションは、系列単位での OEM メーカー

と大手部品メーカー間の CAD 図面などのやりとりに限られていた。これに対して、

オープン・コラボレーションは、二次部品メーカーや 整備工場、 海外の 部品メー

カーまで含め、ＣＡＤデータなどの技術情報をやりとりしながら、 並行して 開発

を進める 環境作りを 目指す。そのためには、 多数の中小メーカーやベンダーをカ

バーし、信頼性と 安全性が 高く、しかも安価なネットワーク、さらに異なる 規格

の設計システム(ＣＡＤ、ＣＡＭ)を 接続する 変換ソフトが 必要になる。オープ

ン・コラボレーション・マネジメントにより、大きく３つのメリットが期待でき

る。

　第１は、地理的な 制約を 離れることによる設計作業の 効果・ 効率アップである。

従来のように、 複数の 企業の 設計者が 頻繁に 集まって 行っていた設計打ち 合わせ

が不要になる。 各担当者は 自社に 居ながらにして、相互接続された 設計システム

画面を 見ながら、打ち 合わせ、 設計改良を 進められるようになる。同時に、 世界

中から 最適なパートナーを 選び、 共同開発を 行うことも可能になるため、 設計の

質向上にもつながる。

　第２は、設計図、 仕様書の 再利用の 促進による、設計時間の 大幅な 短縮である。

これは、過去の 設計図、 仕様書をネットワークに接続されたデータベースに蓄え、

予め 許可された 企業が 自由にデータベースアクセスできるようにすることで可能

になる。

　第３は、設計システム 利用コストの削減である。これは、ネットワーク上に 設

計システムを配置し、 複数の 企業で 共有化することにより可能になる。

（２）サプライ・チェーン・マネジメント（SCM）

　サプライ・チェーン・マネジメントとは、販売、生産情報をバリューチェーン

上の 企業が 共有することにより、バリューチェーン上での 商品・サービスの 供給

を最適化することである。1 社に 閉じたモノの 流れの 効率化だけでなく、 業界を

越え、 複数のプレーヤーにまたがったバリューチェーン全体の 最適化が 目的であ

る。このため、物流業者、 通関業者、 金融機関等の異業種のプレーヤーの巻き 込

みが必要になる。

　サプライ・チェーン・マネジメントの概念自体は、 以前から 存在していたが、

バリューチェーンを一貫して 管理するための 情報基盤が 存在していなかった。 近

年の 大手企業における ERP3ソフトの普及と、 頻繁な需要予測に 基づいて 生産・ 調

達計画をリアルタイムに調整するサプライ・チェーン・プラニング・ソフトの出

現が、この概念を 実現可能なものにしている。

　また、一企業の 視点から 見ると、サプライ・チェーン・マネジメントによって、

最適調達が 期待できる。既存の 取引関係を 超えて、全世界から 最も 安価で 優れた

材料を 調達することにより、 大幅な 収益増が 期待できる。そのためには、中小・

海外のサプライヤーも 対象に 含めた、 接続環境の 整備が 必要になる。 現状では、

既存の 取引先との 間だけで 通用する 受発注システム(EDI4)を採用している企業が

多いため、これらを接続できる 変換機能をネットワークに載せる 必要があろう。

　サプライ・チェーン・マネジメントの導入によって、 在庫低減によるキャッシ

ュフローの増加に 加えて、 調達、 在庫、 輸送などのコスト 削減も 期待できる。 同

時に、 受発注に 要する 時間も 短縮され、 結果として販売機会の 損失も 回避できる。

                                                  
3 Enterprise Resource Planning
4 Electronic Data Interchange
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（３）統合カスタマー・マネジメント（ICM）

　統合カスタマー・マネジメントとは、バリューチェーンに沿ってネットワーク

化されたチャネル・システムと、それに接続された顧客・ 経営情報データベース

を駆使しながら、従来の 顧客マネジメントを 飛躍的に 改善する 手法である。この

手法の 主たる 目的は、 四つある。

　第１の 目的は、 顧客にとって 利便性が 高いチャネルを、 多様かつ 安価に 構築す

ることである。情報通信技術の 進歩により、コールセンターやインターネットな

どのリモートチャネルが、増加しつつある。これらのチャネルは、利便性、コス

ト、カバレッジの面で、 既存チャネルに圧倒的な 優位性をもっている。

　例えば、銀行業界では、コールセンターによる顧客対応にかかるコストは、 営

業店によるコストの 約７％にすぎない。 自動音声応答装置（ＶＲＵ：Voice

Response Unit）を利用可能な 業務では、これが、１％にまで低下する。また、リ

モート・チャネルは、ネットワークへの接続により、 地理的に 集約できるため、

従来営業店では 成し 得なかった業務の 集約化・ 平準化が 期待できる。

　なお、チャネル・ネットワークを効果的に 築くためには、 顧客のバリューチェ

ーン（カスタマー・バリューチェーン）からの発想が 必要になる。カスタマーバ

リューチェーンとは、顧客（カスタマー）が 一定の目的を 持って 活動する 際に 消

費する 価値の 流れ（バリューチェーン）である。

　車を 例にとって 説明しよう。 新車を 購入した 顧客は、カー 用品、 整備・ 点検、

レジャー用品、 中古車販売など、カーライフの中で様々 な 商品・サービスを 一定

のパターンに従い 消費していく。また、自動車教習所の 受講、 都心から 郊外への

引っ 越し、 現有車の 事故などが、新車購入の 契機になっている。この 理解に 立つ

と、自動車メーカーにとっての 改善機会が 見えてくる。例えば、新車購入時に 得

られた情報をネットワークを通じてグループ 内関連企業に配信し、 顧客アプロー

チに利用させる。自動車教習所や 引っ 越し 業者をネットワーク 化し、 彼らからの

情報を 見込み 客の 絞り 込みに 使うことも有効だろう。つまり、カーライフにおけ

る消費行動に 沿ってチャネル・ネットワークを張り巡らせることにより、クロス

セル（追加販売、 重ね 売り）に 活かすことが可能になる。

　第２の 目的は、 取り 扱い 商品・サービスの拡大である。リモート・チャネルは、

物理的なスペースの 制約を 受けないため、ネットワークを 通じて 複数のベンダ

ー・メーカーを接続することにより、顧客に 幅広い商品の 販売が 可能になる。そ

の際には、カスタマー・バリューチェーンに沿った品揃えが 重要になる。ただし、

対面での 商品説明や 実際の 試用（ 例えば、 車の 試乗）が 購入決定の 重要要素とな

る場合には、 直接インターフェースがとれる場所まで 顧客を 誘導する 仕組みを 埋

め込むことを忘れてはならない。

　第３の 目的は、 複数の 商品販売を 通じて 得られる顧客個々 人の 購買・ 消費行動

を 幅広く 深く 理解することにより、 追加販売を 繰り返すことである。カスタマ

ー・バリューチェーンに沿って 張り 巡らされたチャネル・ネットワークから入手

する情報を、データベースに蓄積し 多元的に 分析することにより、 顧客の 購買活

動全体に 幅広く 訴求する 精度の 高いマーケティングが可能になる。

　このアプローチの前提となっているのが、ネットワーク化されたチャネル・シ

ステムによる顧客の 購買行動の 幅広い 網掛けと、それによって 得られる 情報を、

個人ベースで 収集・ 蓄積・ 分析するための 柔軟なデータベースと分析ツールであ

る。このアプローチは欧米の 先進的な 金融機関、 小売り 企業に 急速に 広まってお

り、多くの 企業で 大幅な 売上増（ 平均三割程度）をもたらしている。

　第４の 目的は、 顧客フロントからバックオフィス業務までのデマンド・フロー

全体の 自動化である。これまでは、顧客フロントでオペレータが入力した 情報は、
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一度各バックオフィス 業務部門に 送られ、そこで再加工やフォーマット・プロト

コル変更がなされた 後、 再入力されていた。しかし、デマンド・フロー上の 定型

業務は、 顧客フロントからの 情報により 全て 規定されるため、 論理的にはこのプ

ロセスは完全自動化できる。すなわち、顧客フロントで得られる情報を、あらか

じめ造り 込んでおいた 定型業務処理システムに 載せ、 物流、 生産、 決済業務シス

テムに自動的に 接続させることが可能である。

　最近は、この 動きをさらに 進めて、ＴＳＴＰ（Total Straight Through

Processing）という手法が 広がりつつある。これは、顧客がインターネットの 入

力画面やプッシュホンのボタンに入力する 情報そのものを、 人手を 介さずにデマ

ンド・フロー上の 全てのシステムに 直接送り 込むものである。これにより、人件

費の 削減だけでなく、プロセスの迅速化、 人為的ミスの 排除による 信頼性の 向上

を実現できる。

（４）企業対消費者間マーケットプレイス（BCM）

　企業対消費者間マーケットプレイスとは、企業と消費者が 自由に 商品を 売買す

ることが可能なグローバルな電子市場である。一企業の 立場から B to C マーケッ

トプレイスを見たとき、大きく３つの事業機会が 存在する。

　第１は、B to C マーケットプレイスに商品を 提供するサプライヤーとしての事

業機会である。マーケットプレイスにつながることにより、参加消費者全員への

アクセスが可能になるため、大規模なチャネルを構築するのと 同じ 効果がある。

　第２に、顧客に 代わってサプライヤーから商品を調達する、 顧客エージェント5

としての事業機会である。 複数の 顧客ニーズを 束ねた 大ロット 注文によるボリュ

ーム・ディスカウントの一部分や、 顧客から 受け 取る 利用料などが 収益源になる。

ここでの成功には、大きな 顧客基盤と 深い 顧客ニーズの理解が 必要になる。

　第３は、このマーケットプレイスそのものの運営者としての 事業機会である。

決済、 認証、 代理保証などに 関する 付加価値サービスを提供することにより、サ

プライヤーや消費者を 惹きつける、クリティカル・マスを超える 市場に 仕立てあ

げることができれば、これらの付加価値サービスの利用料に 加えて、マーケット

プレイスへの参加料や 取引高に 応じた 手数料等、 新たな 収入が 期待できる。

（５）バリュー・ベース・マネジメント（VBM）

　バリュー・ベース・マネジメントとは、キャッシュフローに基づく 事業の 現在

価値という 切り 口から、 傘下事業の 業績を 適宜モニターする仕組みのことである。

戦略の 遂行、 事業のマネジメントの 根幹を 担う 意思決定を 支援する 基盤となる。

バリュー・ベース・マネジメントによって、グローバル展開した 数百に 上る 多様

な事業も 多元的な 軸で 一元管理できるので、 事業環境の 急変に 際してもキャッシ

ュに着目したリスク管理が 容易になる。

　既に、この 手法を 実践するためのアプリケーション・ソフトもいくつか存在し

ている。代表例は、Hyperion 社のソフトで、これは Fortune 500 企業の 過半数が

利用している。また 最近では、この 種のアプリケーション・ソフトが、ドイツ銀

行、ダイムラーベンツ、シーメンスなど、ドイツ企業でも 導入がされている。 日

本でも、ソニーや NTT ドコモなどの先進企業が 採用を 始めており、今後持ち 株会

社制や 連結重視の 会計制度の 導入に 伴い、 急速に 普及するものと期待される。

　このバリュー・ベース・マネジメントをバリューチェーンの参加企業全体にま

                                                  
5 本稿３．１．３を参照
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で広げ、 参加企業間の 意思決定を、バリューチェーン 全体の 立場から 判断できる

ようなシステムも論理的には 可能であり、 近い 将来適用例が 出てくるものと 思わ

れる。

３．１．４　ＥＣ化によるインパクト

　先述のように、本調査分析においては自動車、 金融、 物流、ヘルスケア、エレクトロ

ニクス、小売りの６業界をとり 挙げ、ＥＣ化を 通して 産業界が 具体的にどのように、ど

れくらい変わり 得るのかを 試算した。ＥＣ化によって、各産業の 利益は５０％から８０

０％も増加する（ 図３．１－６）。 以下、 各産業毎に、インパクトの算定根拠の 概要を

示す。 基本的には、 各産業のコスト 構造や 売り 上げ高を 母数とし、 内外のベストプラク

ティス（先進事例）をもとに、コスト削減や 収入増加のインパクト 率、 普及率などを 想

定して、 利益の 増加額を 算出している。いずれも、情報化に 必要な 投資額、 新たに 加わ

るコストを差し 引いた 正味の 収益増加額（ 即ち EVA）を 算出している（３．２．２．１

参照）

（自動車）

　系列に 代表される 閉鎖的な 仕組みを 開放した 上で、 今、 企業が 自前で 抱えているも

のが本当にベストか、もっとアウトソースの余地はないのかを見直す。これによって、

顧客のカーライフ全体のニーズを 捉え、それに応える 商品・サービスをより簡潔な 手

法で 提供することが可能になる（図３．１－７）。

　例えば、日本が 誇るカンバン方式も、 二次・ 三次メーカー、ディーラーなどの在庫

や、世界規模での 経営資源の 再配分など、サプライ・チェーン全体を 見直すことによ

り、一層筋肉質になり 得る。また、製品開発もグループウェア的な CAD の導入、オー

プンな協働体制を 確立できれば、 開発リードタイムの大幅な 短縮も 可能になる。さら

に、インターネットに代表される 新たな 販売チャネルと既存のディーラー網の 複合化

による成長の 可能性も 大きい。

（金融）

　金融機関は、シティコープ・トラベラーズのように巨大化しなければ生き 残れない、

というのは本当だろうか。「ハブ・アンド・スポーク」型のシステム・アーキテクチ

ャーと、異なるシステムの接続を 可能にする 特殊な変換用ミドルウェアの導入により、

多様な 商品、 多様なチャネル、 多様な 顧客の 無限の組み 合わせがハブをつなぐことで

可能になる。これにより、 顧客に 対して 柔軟に 対応でき、 規模の 経済にも 勝てる 新た

な業態として、ﾈｯﾄﾜｰｸ 分散型金融機関を 創出できる（ 図３．１－８）。

（物流）

　物流の 問題は、 日本全体で 物流サービスに費やされる５０兆円の費用の中の２５ 兆

円に 当たる 企業内物流だ。 個々 の 企業が 片道カラの物流をやっている状況にある。こ

れに、情報技術を 駆使するプロに 任せる、あるいは稼働率を 全体最適するような市場

を創り 出すことで対応すると、日本の 物流コストは劇的に 下がる。 物流はプロが管理

する世界になり、これが 他の 産業にもたらすインパクトは非常に 大きい（ 図 ３．１

－９）。

（ヘルスケア）

　ヘルスケアを予防、 治療、ケアの３つに分けて 考えると、予防とケアについては、
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今後ＥＣ 化によって、新たな 業態が 出現してくるだろう。疾病毎に 予防・ケアをパッ

ケージングするようなサービスが、個人情報と 情報技術の 活用によって 可能になる。

また、治療についても、病院に 閉じたサービスを解体し、 院内物流のアウトソース等

をはじめとする改革が 可能になる（ 図３．１－１０）。

（エレクトロニクス）

　 個々 の 製品レベルでは面白い 動きがあるが、Windows に代表されるようなオープン

なプラットフォームに載る 時代になると、これらのコンポーネントはすべて日用品化

する。物をリーンに 作ることは重要だが、より大事なのは 顧客のライフスタイル、生

活シーンを考えたパッケージの開発である（図３．１－１１）。

　この役割を 担うのは、必ずしもエレクトロニクス企業ではなく、ハウジングメーカ

ー、あるいは GE キャピタルのような金融業かもしれない。多様な 企業が 緩やかに 結

びついて、顧客のライフスタイルにあった生活提案を 行えるか 否かが 問われてくる。

（小売り）

　小売りの 最も 進んだ 形態はコンビニだといわれているが、コンビニはＥＣ化により

一層進化するだろう。コンビニをエリアの中でのサービス・デリバリー・ポイントと

考えると、あらゆる 情報・サービスをコンビニを入り 口に 提供することができる（図

３．１－１２）。

　また、エリアに特化し、 地域特性を 捉えたエリア・マーケティングにより、例えば

老人世帯の 多い 地域や 学生の 多い 地域で 異なるサービス・フォーマットを創る 等、 新

しい展開が 可能になろう。コミュニティ・マーケティングの発想を 採り 入れた、新た

なパッケージャーが出現するだろう。

３．２　他産業 への展開

　モデル産業の 調査分析で 得た 知見を 他産業に 展開するために、まず、産業をいくつか

のタイプに分類した（ 図３．２－１）。

　製造業に 属する 産業は、 既存の 産業大分類に 応じて７種類に 括り 出した。

一方、 非製造業に 属する 産業については、バリューチェーンの特性に 応じて、 加工流通

型、 専門サービス 型、 設備オペレーション型の３ 種類に 括り出した。 加工流通型とは、

加工を 通じて 付加価値を 付けながら 商品・サービスを 流通させる 産業タイプで、 卸・ 小

売り、 不動産、 飲食が 相当する。 専門サービス型とは、専門知識・ 技能を 活かしながら

高度な 専門サービスを 提供する 産業タイプで、教育、 広告、 情報サービスなどが 相当す

る。設備オペレーション型とは、 設備・ 建物や 機器などのインフラを効果的・ 効率的に

運営していくことによってサービスを提供する 産業タイプで、 電気・ガス、 通信、 旅客

輸送などが 該当する。

３．３　広義 のＥＣ化 によ るインパクト の算定方法

　広義のＥＣ 化のインパクトには、前述のようにＥＶＡを採用した。まず、改善施策毎

に、改善対象となるコストまたは売上高と 改善度合いを 掛け 合わせて 改善効果を 算定し、

さらにそれに改善活動の 業界内の 普及度を 掛け 合わせて業界レベルでの 改善効果を 推定

した（図３．３－１）。

　改善施策は、５つのＥＣ化のタイプ 毎に、モデル事業から 得られた 詳細な 施策リスト
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を利用した。また、インパクト率および 普及率については、まず、 先進事例を 参考にし

ながら各ＥＣ 化タイプ 毎に 基本値を 設定した。その後、インパクトの差が 産業類型によ

り大きく 変化すると 推定される 施策については、 各産業を 一定の 基準により 分類し、 異

なる数値を 設定した（ 図３．３－２，３．３－３）。例えば、ＥＣ 化のタイプの 一つで

あるＢＣＭ（企業対消費者間マーケットプレース）に 関しては、購入者の 交渉力と 取引

にかかるコストにより４象限に 分類し、それぞれに異なる 普及度を 設定した。 即ち、 購

入者の 交渉力が 高く、 現在の 取引コストが高ければ高いほど、ＢＣＭが 普及するという

前提に 基づいて、普及率を 調節したのである。

　施策の 実現に 必要なＩＴ（ 情報化）コストについても、基本的には 同じ 方法論を 適用

した。即ち、モデル産業のコスト試算をベースに、情報化度と 産業集中度に 基づき 産業

を分類した 後、モデル 産業における 数値を 参考にしながら、カテゴリー 毎に 売上比一定

の IT コスト比率を 設定し 各産業に 適用した（ 図３．３－４，３．３－５）。

３．４　狭義のＥＣ化 の規模 （取引高 ）の算定方法

　狭義のＥＣ 化によるインパクトは、インターネットを介した 取引・ 契約高（ 売上高）

を指標に 用いた。 具体的には、 業界毎の 個人向け 取引（B to C）と 企業間取引(B to B)

それぞれの総売上高に、ＥＣ化のシナリオに 基づき推定したエレクトロニックメディア

による取引の 普及度を 掛け 合わせた 数値に（この 数値は 広義のＥＣ 化の 算出に 利用）、

更にその 中に 占めるインターネット 上の 契約割合を掛け 合わせて 算出した（ 図３．４－

１）。

　ここで、欧米の 調査と 比較分析するために、２種類の 補正を 行っている。１つ目は、

ＥＣ化の 定義に 関する 補正である。コンビニエンス・ストアにおけるマルチメディア端

末を 介した 個人向け 販売や、 各種のエクストラネットを介した 企業間取引なども、ＥＣ

化の 広義の 定義から 言えば 包含すべきだが、 欧米の調査ではインターネット 上の 取引し

か対象としていないため、ここではインターネットの取引高に 限定した。

　２つ目は、 取引分類に 関する 取り 扱いである。本来であれば、 個人向け 取引は、バリ

ューチェーンを構成する 全ての 業界の 個人向け 取引（ 販売額）を 包含すべきであるが、

比較対象とする 欧米の 調査が、 小売業の 売上高しか算出していないため、ここでは小売

業の 売上高のみを 採用した（ 図３．４－２）。

　図３．４－２に示されたように、産業毎のバリューチェーンはお互い 重複がないよう

に定義されているため、基本的に 重複の 問題は 発生しない。ここでは、 直接産業間の 重

複に 関係が 無いが、狭義ＥＣ 化のインパクト（取引高）の 定義に 起因するダブルカウン

トの問題点を 指摘しておきたい。

　狭義のＥＣ 化における 取引額算出の 際には、バリューチェーンを構成する 全ての 業界

の売上を 全て 足し 合わせている。このため、バリューチェーンの流れに 沿って、それぞ

れの商品の 売上が 何度も 重複してカウントされている。例えば、自動車に 使われる 金属

は、原材料メーカー、１次、２ 次部品メーカー、ＯＥＭメーカー、ディーラーのそれぞ

れの段階で、 売上が 計上されている。この事実は、将来の 業界の 構造変化を 考慮する 上

で、本質的な 問題点を 示唆している。即ち、ＥＣ 化の 進展とともに、今後、 卸の 中抜き

や部品メーカーの 多重構造の 簡素化が 進み、バリューチェーンのステップが減少してい

くと、売上高の 重複回数が 減少するため、ＥＣ取引額も 減少する 可能性が 高い。ＥＣ 化

が進展しているにもかかわらず、進展度を 表す 数値が 小さくなるというのは、この指標
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の致命的な 欠陥の 一つである。したがって、狭義のＥＣ化の 進展度合いを 測る 際には、

売上高という 絶対値だけでなく、普及度（ 全体の 取引額に 占めるＥＣ取引の 割合）も 見

ておく必要がある。
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４．分析結果と 考察

４．１　狭義 のＥＣ化 に関 する 分析結果 と考察

４．１．１　日本の将来予想

　狭義のＥＣ 取引規模は、 日本の 全産業合計では、3―5 年後に 15 兆4 000 億円、5―10
年後には 55 兆5000 億円に 成長すると 予想される。3―5 年後の 予想の 内訳を 見ると、

製造業が 4 兆2000 億円、 非製造業が 11 兆2000 億円でとなっており、非製造業が７

２％を占める。5―10 年後の 内訳を 見ると、 製造業、 非製造業それぞれ 8 兆円、47 兆

5000 億円であり、非製造業の 占める 割合は８６％に高まっている。（図４．１－１）

　製造業の 中では、「機械製品グループ」が圧倒的に 大きな 割合を 占めている。自動車、

電機という 2つのモデル産業を 含めると、3―5 年後で 2 兆7 000 億円、５―１０年後で、

5 兆2000 億円と、いずれも製造業全体の６５％を占める。機械製品グループは、商取引

自体の 大きさと、ＥＣマーケットプレースの普及度の 高さ（ 中程度）から、このように、

ＥＣ 全体に 占める 割合が 大きくなっていると 考えられる。 製造業における企業間取引と

個人対企業取引との 対比を 見ると、 企業間取引が 占める 割合が、いずれの期間において

も６１％と企業対個人取引を 上回る。

　非製造業については、極めて 大きな 金額の 商取引が 電子化されると 予想される。特に、

モデル 産業としたコンビニを 含む「 加工流通型」 産業は、６ 兆５０００ 億円（3―5 年

後）、２９兆４０００億円（5―10 年後）と、 非製造業全体の５８％（3―5 年後）、６

２％（5―10 年後）を 占める。

　「設備オペレーション 型」 産業は、モデル 産業の物流、 金融を 含む 全体で 3 兆2 000

億円（3―5 年後）と、「 加工流通型」 産業に 次ぐ 規模となるが、この 内、 金融が 2 兆

4000 億円、７４％を占める。この傾向は 5―10 年後も 変わらず金融が 全体の６７％を占

め続ける

　ヘルスケアを含む「 専門サービス型」 産業についても 1 兆４０００ 億円（3―5 年後）

と、電機産業の 1 兆1000 億円を 上回る 規模になることが予想される。この最大の 要因

は、建設サービスの規模が 極めて 大きいことである。（建設産業だけで、「 専門サービ

ス」産業全体の７５％を占める）

　参考のために、以上の 推定の 前提とした 全商取引額に 占める 狭義のＥＣ 取引規模の 割

合を 図４．１－２に示す。これらは、サプライ・チェーン・マネジメント、統合カスタ

マー・マネジメント、企業対消費者間マーケットプレイスなど、狭義のＥＣ 化に 関連の

強いＥＣ 化のパターン別に、 国内外の 事例を 参照しながら普及度を 想定した 結果である。

前述した 業界構造変化のシナリオに沿って、 狭義のＥＣも進展することを想定している。

全般に、モデル産業における数値が 大きいが、これは、狭義のＥＣ 化の 機会をより 詳細

に計上していることが 要因であろう。その意味において、モデル産業以外の 推定値は、

やや保守的なものになっていると考えられる。詳細は、 付属資料を 参照していただきた

い。

４．１．２　産業別ＥＣ市場の日米欧比較

　狭義のＥＣ 規模、および全取引額に 占めるＥＣの割合を、 米国、 欧州と 比較する。 比

較対照のデータは、米国はフォレスター、ヤンキーの２社、 欧州についてはフォレスタ

ーによるもので、いずれも２００２年の 予測値であり、本調査の３―５ 年後の 予測に 相

当するものである。

　取引額についてみると、経済全体、 個人取引、 企業間取引およびその内訳としての 製

造業、 非製造業いずれにおいても、 米国は 日本の３倍前後の 規模である。欧州は、 個人
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取引においては日本と 同等規模と 推定されるが、 企業間取引では 日本の１．４倍の 規模

となる（図４．１－３）。

　これらの絶対値は、 当然のことながら、 元々 の 経済規模に 左右されるので、ＥＣ 化の

進展度を 把握するためには、 全取引金額に 占めるＥＣ 取引額の 割合で日米で比較する

（図４．１－４）。この普及率についても、 再び 米国は 全分野にわたって日本の２ 倍前

後という 高さを 誇っていることが分かる。 日本の５―１０ 年後と 米国の３―５年後の 普

及率を 比較すると、非製造業では 日本の 比率が 大きく 上回っているが、 製造業における

企業間取引、 個人取引では、ほぼ同等である。即ち、 米国の３―５ 年後の 姿が、 日本の

５―１０年後の 姿に 近いということになる。 本調査では、 各産業界において、思い 切っ

た構造改革が 進むことを前提にしているが、それでようやく米国に 数年遅れた 普及率に

届く、という厳しい 結果になっている。

４．１．３  日米の差異の背景に関する考察

　ＥＣ普及率における日米の 差は、 個人、 法人や 製造業、 非製造業の 別に 依らず、２ 倍

強と 一貫している。日米間には、 業界の 個別事情に依らない 構造的な 差があることが 推

測される

　そもそも、本調査においては、先述したとおり６つのモデル産業の 構造変化を 展望し、

これに基づいて 狭義のＥＣ 規模を 推定している。モデル産業により 違いはあるが、日本

の産業構造は、 米国に 比らべ 数年は 遅れているという 印象である。ＥＣ 市場規模の 比較

でも、数年分の 差があることと 考え 合わせると、 狭義のＥＣの 発展は、 産業構造の 変化

と同期して 進行する 面があると 考えられる。つまり、ＥＣ市場規模そのものの発展は、

結果として 現れる 現象に 過ぎず、 産業構造の 改革なしには、本質的なＥＣ 化の 到来は 見

込めないということである

４．２　広義 のＥＣ化 に関 する 分析結果 と考察

４．２．１　広義のＥＣ化が日本経済全体にもたらすインパクト

４．２．１．１　インパクトの全体像

　EVA（経済付加価値）で 測った 広義のＥＣ 化のインパクト（ 経済拡大効果）は、 日本

経済全体で、３－５年後に１９．１兆円、５－１０年後には６３．８兆円に 上る。 即ち、

１９９５年度のＧＤＰ４８６兆円に 対して、それぞれ、４％、１３％の押し 上げ 効果が

あると言える。このうち、 非製造業の 占める 割合は、３－５年後は７８％、５－１０年

後でも６９％にのぼり、狭義のＥＣと同様、 非製造業における 経済効果が 高い（ 図４．

２－１）。

　また、効果が 現れるタイミングについてみると、３－５年後には、５－１０ 年後に 予

想される 付加価値創出効果の 内、３０％が実現されることになる。年を 経るにつれ効果

が加速する 傾向が 見られるものの、かなりの割合が早期に 実現され、「 情報化は、 長期

的な 効果を 見越した 先行投資にすぎない」というしばしば見かけられる 考え 方が 必ずし

も正しくはないことを 示唆している。特に、 非製造業に 関しては、３－５年後に 実現さ

れる 付加価値１４．９ 兆円は、５－１０ 年後に 実現される 付加価値４３．８ 兆円の３

４％に達し、 製造業に 比べ、 早期の 効果が 見込まれる。

４．２．１．２　産業別のインパクトとその背景

　製造業では 機械産業において最大のインパクトがあり、３－５年後では 自動車、 電機、

その他の 機械産業で 創出される 付加価値を 合計すると、製造業全体の５４％を占める。

そのほか、食品、プロセス 製品などのカテゴリーも大きな 効果が 期待される。（ 図４．
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２－２）

　以上の 議論は、 当然のことながら、 産業の 規模自体に 依存する。そこで、広義のＥＣ

化が、 各産業界の 収益構造の 改善にどれほどの効果があるかを 見るために、 現在の 利益

と創出される 付加価値との 比率をみる。すると、 製造業において、 利益の 増大効果の 大

きな産業は、 印刷・ 出版、 食品、 繊維・ 衣類、 電機などとなる。５－１０年後の 長期で

見ると、 繊維・ 衣類、 出版・ 印刷、 食品、 自動車と電機を 除く 機械製品、 木材製品など

は、１５０％以上の 上積み（ 利益額にして２．５ 倍以上） 効果があり、 情報化が 業界の

収益構造の 転換に 極めて 大きな 潜在力を 持っていることがうかがわれる。逆に 言えば、

これらの 産業には、 構造改革によってあぶり 出されるべき「 無駄」や「 機会利益の 損

失」が 非常に 大きな 割合で 潜んでいると考えられる。

　非製造業においては、３－５年後では、 設備オペレーション型産業における 付加価値

創出効果が 大きく、全体の５３％を 占める。 金融、物流ともに、それぞれの 産業単独で

約３ 兆円の 付加価値が 創出される。これらの 産業では、現在の 利益水準に 対しても、 大

きなインパクトを持っている。 物流業で３７０％ 増加（４．７ 倍）となっている。５－

１０年後を 見ると「加工流通型」 産業における利益創出効果が、１５．５兆円に 達する。

小売りや 不動産販売・ 賃貸など、 現在、 非効率性が大きい 業界の 構造変革による 効果が

大きく、それぞれ９兆４０００ 億円、３ 兆５０００億円の 付加価値が 増大する。 図４．

２－２を見ると、コンビニ 以外の 加工流通型産業は、 利益増加額が 大きい 割に 現状利益

との対比では 値が 小さくなっているが、これは現在でも 相当な 額の 利益が 生み 出されて

いるからである。一方、 金融業は 現在、 利益を 生んでいないため、 現状対比の 数値は 示

していない

４．２．１．３　ＥＣ化モデル別のインパクトとその 背 景

　５つのＥＣ化のモデル 毎に 見ると、３－５年後では、ＳＣＭ（サプライ・チェーン・

マネジメント）でのインパクトが最大で、 年間８ 兆８０００億円の 経済価値を 創出する。

（図４．２－３）次に、ＩＣＭ（統合カスタマー・マネジメント）の５兆８０００億円、

ＢＣＭ(企業対消費者間マーケットプレース)の４兆３０００億円と 続く。ＯＣＭ（オー

プン・コラボレーション・マネジメント）の経済効果は、５０００ 億円程度と、 他に 比

べると小さい。この傾向は、５－１０年後でも 同様であり、ＳＣＭの３８兆６０００ 億

円が 突出している。続いてＩＣＭの１４ 兆８０００億円、ＢＣＭの８兆４０００ 億円が

続く。

　ＳＣＭにおけるインパクトの大きさは、 現在企業間で 分断されている物品・サービス

の流通、 設備キャパシティ、人材を 含む 広義の 経営資源の 調達・ 活用に 大きな 無駄があ

ることを示している。また、ＩＣＭについては、現在の 顧客とのインターフェースが高

コスト、非生産的であり、 情報技術を 活用することにより、極めて 大きく 改善できるこ

とを意味している。

４．２．２　ＥＣ化のための投資効果の分析

４．２．２．１　ＥＣ化のモデル別・産業別の投資対効果

　産業別、ＥＣ 化のモデル 別に、 利益増加額とコストとの比率、 即ちＲＯＩ(Return On

Investment)に相当する 指標をとって、投資対効果の 高い 領域を 探ってみる。

（１）　３－５年後

　まずは、３－５年後の 結果を 見る（ 図４．２－４）。ＥＣ 化のタイプ別に 見ると、Ｉ

ＣＭ（統合カスタマーマネジメント）が４２０％（投資の４ 倍の 利益が 得られる）とい

う比較的高い 数値になっている。ＯＣＭが最も 低く９０％、ＢＣＭ,ＳＣＭが中間的で

あり、それぞれ２７０％、２４０％となっている。いずれのＥＣ化についても、 値がプ
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ラスになっていることは、投資を 上回る 大きな 利益が 得られることを意味している。

　産業毎に 詳細に 検討してみると、製造業と 非製造業の 比較では、 全般に 非製造業にお

ける 投資効果が 高い。 特に、モデル 産業として 選んだコンビニ、 物流、 金融において

各々 ５８００％、１０００％、３０００％（即ち、投資に 対して５８倍、１０ 倍、３０

倍）の 利益が 得られるという 結果が 得られた。ＥＣ化のモデルとしては、ＩＣＭ,ＳＣ

Ｍの投資対効果が 高くなっている。

　非製造業の 内、 専門サービス型産業は 人的なスキルに 依存する「スキル 型」、 設備オ

ペレーション型産業を「インフラ型」と 色分けすることができる。加工販売型産業はそ

れらの中間に 位置すると 言えよう。スキル型とインフラ型を 比較すると、後者の 方が 投

資対効果が 高いという 興味深い 傾向が 見られる。これは、インフラ型の 産業が 一般に 規

制が 強く、 設備や 販売チャネル 等の 合理化余地が 大きく 残っていること、一方、スキル

型産業は 人的資源のマネジメントのＥＣ化が 比較的難しいことが要因と 考えられる。

　製造業よりも 非製造業において、投資対効果の 高いＥＣ 化のポテンシャルが 存在する

のは、以下の 理由のためと 考えられる。ＥＣ 化は「インタラクション・コスト」、即ち

価値を 作り 出すために 必要な 情報のやりとりに関わるコストを 大幅に 下げると 考えられ

る。一方、 非製造業は 製造業に 比べて、インタラクション・コストの割合が 大きいと 考

えられる。従って、非製造業は 製造業よりも、ＥＣ化によるコスト 削減の 余地が 大きい

はずである。

　一方、 製造業についても、 産業グループを、「組立て 型」と「プロセス 型」に 色分け

してみると、全般的にプロセス 型で 投資対効果が 高い。 化学、 石油などの「プロセス 産

業グループ」と出版、 印刷などの「 出版製品グループ」は、それぞれ８００％、１４０

０％（投資の８ 倍、１４ 倍の 利益が 得られる）と 大きな 投資対効果が 見込まれる。ここ

でも、ＥＣ化のモデルの中では、ＩＣＭ、ＳＣＭなどの効果が 高い。

　先述したＥＣ 化タイプ 別の 利益増加の 絶対値でも、ＩＣＭ、ＳＣＭの２つは大きな 成

果を 生んでいた。 両者は、 額としても、また 投資効率の 面から 見ても 有力なＥＣ 化のア

プローチであるということができる。

　（２）　５－１０年後

　５－１０年後について、同様の 検討を 加えてみる（図４．２－５）。ＥＣ化のモデル

別に 見ると、ＳＣＭがＩＣＭを越えて 最も 投資対効果の 高いものになる。これは、多数

の企業を 巻き 込む 必要のあるＳＣＭにおいては、ある程度の 先行投資が 必要となるから

であろう。他のＥＣ化のモデルについても、ＯＣＭで２５０％、ＢＣＭで３３０％と、

３－５年後を 上回る 投資効率が 得られる。普及率が高まるにつれて 効果も 逓増する 効果

が現れていると考えられる。

　非製造業が 製造業よりも 投資対効果が 高い 傾向にあること、また非製造業の 中ではイ

ンフラ型が、 製造業では 組立型に 比べプロセス型が投資対効果が高くなる 点は、３－５

年後の 分析結果と 同様である。コンビニと物流を 除いては、ＲＯＩ 自体の 値も３－５ 年

後よりも５－１０ 年後の 方が 大きいことは、 普及率の 高まりに 従って、 投資対効果も 高

まる「収穫逓増の 法則」が 働いていることを 示唆する。コンビニ、 物流においては、 逆

に、３－５年の 間に、 効率よく 成果が 得られる領域には 情報化が 一通り 行きわたり、５

－１０年後には 比較的投資効率の 低い 領域が 残ることを示している

　繊維、 食品、 木材産業のＯＣＭ、金属産業のＩＣＭなどは、３－５年後のＲＯＩがマ

イナスで、投資を 上回る 利益の 増加は 得られない。特にＯＣＭについては、システム投

資負担が 大きくなりがちで、かつ、業界内に 広く 行き 渡らない 限り、 成果が 現れにくい

ことが影響していると 考えられる。しかし、５－１０年後には、これらのカテゴリーに
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おいてもすべてＲＯＩはプラスに転じている。これは、長期的には 投資に 見合う 成果が

得られても、 中期的には 持ち 出しになる 領域が 存在することを 意味しており、これら 特

定領域では、 長い 目で 見た 情報化投資の 判断が 必要だろう。しかし、逆に 言えば、 多く

の産業、ＥＣ 化のカテゴリーの 中で、 中期的に 収益確保できないものは、ごく限られて

おり、他は 投資に 見合う 成果が３－５年の 内に 得られる、というこである。先にも 述べ

たが、情報化投資は「 短期的な 成果は 不明だが 長い目で 見ればプラスになるだろう」と

いうようなものではなく、確実に、 比較的短期間に成果が 得られるものである。当面の

経済再活性化のために、自信を 持って 情報化の 施策を 打ち 出すことが期待される。

４．２．２．２ ＥＣ化投資の優先度

　ＥＣ化の 投資対象を 決定する 際、 先に 述べたＲＯＩの 高い 領域に 絞り 込む 場合と、 総

花的に 行う 場合とでは、どれほどの 経済効果の 違いが 生じるであろうか。３－５年後の

数値を 用いて 検討してみよう（ 図４．２－６）。 全ての 産業、 全てのＥＣ化のモデルに

必要な 投資額７ 兆円を１００％とした 時に、 投資対効果の 最も 高い 領域（ＲＯＩ７０

０％以上とする）に必要な 投資は６％ 程度である。

　一方、この 投資による 利益の 増加額は、 全ての 投資を 行った 場合の 利益増分２０ 兆円

を１００％として、４５％に上る。 中間的な 投資対効果の 領域、 即ちＲＯＩが３５０％

～７００％にある投資対象を 含むと、１５％の投資で５７％の 成果が 得られることにな

る。つまり投資対象をＲＯＩの 高い 領域に 絞り 込むことによって、 投資額を１５％程度

に抑えながら過半の 成果を 生むことが可能であると言える。

　５－１０年後の 費用対効果の 構造は、３－５ 年後ほどではないが、 依然として偏りは

大きい（ 図４．２－７）。投資対効果の 最も 高い 投資対象(ＲＯＩ７００％以上)の 投資

は全体１０ 兆６０００ 億円の２５％を占めるに過ぎないが、期待される 利益増分６５ 兆

３０００億円の 内、６０％を生み 出す。

これらの結果は、 企業経営、 政策立案において、施策の 絞り 込みがいかに重要かを 示

すものである。また、３－５年後の 中期において、特に 絞り 込みの 効果があることは、

ＥＣ化の 立ち 上がり 時期である 今後の 数年間において、投資領域を 正確に 見極めること

が特に 重要であることを示唆している。
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